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令和２年５月18日（月曜日）

午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

福祉保健部

１．新型コロナウイルス感染症に関する本県

の対応状況等について

２．新型コロナウイルス感染症に関する第１

次基本的対処方針（保健分野）について

３．宮崎県の対応方針（改訂）について

教育委員会

１．県立学校における新型コロナウイルス感

染症対策の対応について

総合政策部

１．新型コロナウイルス感染症の本県経済へ

の影響について

２．新型コロナウイルス感染症経済対応方針

（骨子）について

○協議事項

１．委員会の調査事項について

２．調査活動方針・計画について

３．県内調査について

４．次回委員会について

５．その他

出席委員（11人）

委 員 長 山 下 寿

副 委 員 長 外 山 衛

委 員 坂 口 博 美

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 内 田 理 佐

委 員 日 髙 利 夫

委 員 太 田 清 海

委 員 岩 切 達 哉

委 員 坂 本 康 郎

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 井 上 紀代子

欠 席 委 員（１人）

委 員 蓬 原 正 三

委員外議員（４人）

議 員 徳 重 忠 夫

議 員 丸 山 裕次郎

議 員 西 村 賢

議 員 右 松 隆 央

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

福祉保健部次長
小 川 雅 彦

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
和 田 陽 市

（保健・医療担当）

福 祉 保 健 課 長 山 下 栄 次

医 療 薬 務 課 長 小 牧 直 裕

薬 務 対 策 室 長 林 隆一朗

障がい福祉課長 重 盛 俊 郎

部 参 事 兼
木 添 和 博

衛 生 管 理 課 長

健 康 増 進 課 長 川 越 正 敏

感染症対策室長 有 村 公 輔

病院局

病 院 局 次 長 兼
久 保 昌 広

経 営 管 理 課 長

教育委員会

教 育 政 策 課 長 川 北 正 文

高 校 教 育 課 長 押 方 修

義 務 教 育 課 長 吉 田 英 明

特別支援教育課長 松 田 律 子
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総合政策部

総合政策部次長
重黒木 清

（政策推進担当）

環境森林部

山村・木材振興課長 有 山 隆 史

み や ざ き ス ギ
福 田 芳 光

活 用 推 進 室 長

商工観光労働部

商 工 政 策 課 長 山 下 弘

経営金融支援室長 長 倉 佐知子

雇用労働政策課長 兒 玉 洋 一

観 光 推 進 課 長 髙 橋 智 彦

オールみやざき
平 山 文 春

営 業 課 長

農政水産部

農 政 企 画 課 長 殿 所 大 明

農業連携推進課長 愛 甲 一 郎

みやざきブランド
松 田 義 信

推 進 室 長

農業経営支援課長 東 洋一郎

農業担い手対策室長 戸 髙 久 吉

農 産 園 芸 課 長 柳 田 敬

水 産 政 策 課 長 福 井 真 吾

漁 村 振 興 課 長 坂 本 龍 一

畜 産 振 興 課 長 河 野 明 彦

県土整備部

部 参 事 兼
斎 藤 孝 二

管 理 課 長

事務局職員出席者

政策調査課主幹 千知岩 義 広

政策調査課主任主事 佐 藤 晋一朗

○山下委員長 それでは、ただいまから新型コ

ロナウイルス等感染症対策特別委員会を開会い

たします。

まず、委員席の決定についてであります。

本日は、感染症対策として通常とは異なる机

の配置としておりますが、委員の皆様方の御着

席順としては、ただいま御着席のとおりと決定

してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

す。

お手元に配付の日程案を御覧ください。

４の概要説明として、福祉保健部をはじめ、

御覧の執行部に出席いただきます。

委員会設置後、初の委員会でありますので、

委員会の設置目的に関する事項全般にわたって

説明をいただくこととしております。

なお、本日は執行部の出席者が多く、感染拡

大防止の観点からも２班に分け、１班として福

祉保健部、病院局、教育委員会、２班として総

合政策部、環境森林部、商工観光労働部、農政

水産部、県土整備部に出席いただき、概要説明

・質疑を行うことを考えております。

なお、２班は、１班が終了後、呼び込みを行

いますので、再開までしばらくお待ちいただき

たいと存じます。

２班の執行部への質疑の後に、５の協議事項

として委員会の調査事項、調査活動方針・計画

などについて御協議をいただきたいと思います。

このように取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、執行部入室のため暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩
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午前10時４分再開

○山下委員長 委員会を再開します。

福祉保健部、病院局、教育委員会においでい

ただきました。

初めに、一言御挨拶申し上げます。

私は、この特別委員会の委員長に選任されま

した児湯郡選出の山下寿です。どうぞよろしく

お願いいたします。

私ども12名が、さきの臨時県議会で委員とし

て選任されました。今後１年間、調査活動を実

施していくことになりました。

当委員会の担う課題の解決に向け努力してま

いりたいと思いますので、御協力をよろしくお

願いいたします。

次に、委員を紹介いたします。

最初に、私の隣が、日南市選出の外山衛副委

員長です。

続きまして、皆様方から見て左側から、児湯

郡選出の坂口博美委員です。

宮崎市選出の野﨑幸士委員です。

延岡市選出の内田理佐委員です。

東諸県郡選出の日髙利夫委員です。

続きまして、皆様方から見て右側から、延岡

市選出の太田清海委員です。

宮崎市選出の岩切達哉委員です。

宮崎市選出の坂本康郎委員です。

宮崎市選出の前屋敷恵美委員です。

宮崎市選出の井上紀代子委員です。

なお、北諸県郡選出の蓬原委員は、遅れて出

席されますので、よろしくお願いいたします。

以上で、委員の紹介を終わります。

執行部の皆さんの紹介につきましては、お手

元に配付の配席表に代えさせていただきたいと

存じます。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○渡辺福祉保健部長 おはようございます。福

祉保健部長の渡辺でございます。本日はこのよ

うな機会をいただきまして、感謝を申し上げま

す。また、新型コロナウイルス感染症対策につ

きましては、ここにいらっしゃる議員の方々を

はじめ、様々な課題ですとか現場の実情、また

医療資材に関する情報、そして貴重な御提言な

ど、多方面にわたりまして本当に丁寧な御指導

をいただいておりますことに、心から感謝を申

し上げたいと思います。

そうした御指摘があって、我々のほうもいろ

いろな取組が具体的なものになっておりますし、

また予算面でも本当に力強い後押しをいただき

まして、そういったことのおかげで、何とか今

持ちこたえているといいますか、全体としては

県民の健康ですとか、命を守れている状況にあ

るのかなと思っておりまして、今後も一層そう

いった取組を、教育や経済関係も含めて連携し

て進めさせていただきたいと思っております。

座って、委員会資料で御説明をさせていただ

きます。

まず、対応状況について、少し振り返りの部

分もあるかもしれませんけれども、リクエスト

もいただいたと伺いましたので、この１ページ

からの県の主な対応について、国の動きと連動

させながら、お伝えをさせていただきたいと思

います。

まずは、県、２月３日に対策本部を設置しま

して、比較的早期から警戒なり準備を進めてい

たところであります。

ただ、いろいろ御迷惑、至らない点も多々あ

るのは心苦しいのですが、この業務については

かなりいろいろと急展開をしたりとか、未曽有

という言葉が使われておりますが、前例がない

展開が本当に多くて、県民の皆様に対しまして
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も、また議会の皆様に対しても、心苦しく思っ

ております。

そうした一つの例が、この２月28日に総理に

よる全国一斉臨時休業要請とか、こういったも

のにも速やかに対応しておりますが、学校関係

者にとっては急なことだったかとは思います。

また、その次に、３月３日、少しでも県民へ

の事前の方針提供ということで県対策本部会議

を開いて、発生した場合の方針について事前に

お伝えをしました。

すると、翌日に１例目が発生したということ

で、ここからいよいよ対策が本格化してきたわ

けであります。

１枚おめくりいただきまして、２ページの13

日と書いてあるところ、こちらについては「み

んなで宮崎を元気にする行動プラン」というこ

とで、応援消費というキーワードなどで見られ

るように、こういった経済環境も意識しながら

取組を進めてきたところでありまして、その他

大きなところとしましては、27日と書いてある

ところに、特に生活が困窮されている方向けに

生活福祉資金貸付金というのがございます。こ

ちらについては、専決処分で予算を進めさせて

いただきまして、必要な方に、今、交付、貸し

付け等を行っているところであります。

最後の４月２日、今度はやはり人の移動の時

期に感染拡大が懸念されるということで、４月

を感染拡大防止強化月間と位置づけまして、各

種の呼びかけや対策の強化を行ってきました。

これと軌を一にして、その後の１週間、陽性

例が立て続けに出まして、３ページに移らせて

いただきますが、動きが出てきたところであり

ます。

医療関係では、協議会という専門家による諮

問機関のような位置づけのものを特別に立ち上

げて、いろいろな御助言をいただいたり、まず

は第一弾の布陣として、４月８日でありますが、

実務的な入院調整を行う調整本部の設置ですと

か、入院病床の追加25床、あと軽症者の宿泊施

設については50床を確保するなど、一歩一歩進

めておりました。

11日には、国のほうが接待を伴う、当時は国

のほうは接客という言葉を使っていたので、我

々も接客という言葉を使っていたんですが、こ

うした業界への外出自粛を全国的に規制してい

く必要があるという警戒感の下、国の方針に沿っ

て県でも連動して行わざるを得なかったという

背景がございます。

続きまして、４ページでありますが、そうし

た動きがどんどん加速をしていきまして、今度

は緊急事態宣言が国で一定の地域で発するのみ

ならず、全国に適用されるというのが16日にあ

りまして、これを受けて17日に、県でもそれを

受けて対策を一層強化しました。さらには、隣

県の動きですとか、ゴールデンウイークを見据

えて、本県でも休業要請を、経済活動にできる

限り支障がないようにと、私権の制限にもつな

がるような要請でもありますので、思案を重ね

た結果、こういう遊技施設や遊興施設に絞って

本県では行うということでやらせていただきま

した。

４月30日でありますが、今度は補正予算の議

決をいただきまして、検査体制の強化、また病

床、宿泊施設の確保、医療資機材の確保に向け

た後押しをいただいたところであります。改め

て、ありがとうございます。

また、今度は国のほうが緊急事態宣言を一部

延長し、また一部解除するという動きが先週ま

で出てきておりますので、それに連動して、警

戒は維持しながら、強い警戒態勢というのはう
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ちの県独自の取組でありますが、休業要請と一

緒ではなく違う形で、ガイドラインを守ってい

ただくという形での警戒は維持しながら営業は

やっていただくという仕組みを開始したりした

ところであります。また、先週金曜日には専決

予算をとらせていただきまして、至急というこ

とで御理解をいただいて、ありがたいと思って

おりますが、新しい生活様式の普及ですとか、

特に影響の大きい飲食店への支援、また後ほど

説明があると思います教育関係、こういったも

のへの措置をこれから進めていきたいという形

になったところであります。

本当に簡単で恐縮ですが、こういった経緯の

中、最新の状況を５ページに移らせて説明させ

ていただきますと、感染状況等については、検

査件数はやはり４月の陽性例が多かったとき直

後辺りが非常に多かったです。１日数十件とい

う日が多かったんですが、少し現在は件数が減っ

ております。

背景を聞きましたところ、やはり風邪の症状

自体が少し暖かくなって減っていると、だから

症状が出ている人が総体的に減っているという

のもあるようです。

続きまして、６ページでありますが、感染者

の状況ということで、最新の情報を、１枚追加

でお配りさせていただいたほうで御説明してお

ります。日付が最新のものは更新が必要でした

ので追加でお配りをさせていただきましたが、

検査件数についても最新のもの、そして入院者

の状況等についても最新のものがありまして、

こちらでは、今３名の方を除いては皆様退院さ

れているということで、死者が本県については

出ていないということは、本当に大きいことか

なというふうに思っております。改めて、医療

関係者の御尽力に感謝をしているところです。

続きまして、７ページ以降に進ませていただ

きたいんですけれども、ここについては、ポイ

ントを絞ってお伝えをさせていただきます。

この７ページの基本的対処方針を示しました

のは、こういった感染拡大防止対策ですとか医

療提供体制の確保については、いろんな関係者

がいろんな負担を分かち合わないといけないと

いうことで、共通認識や共通の役割分担を広め

るために策定したものでありまして、ポイント

としましては、入院病床や宿泊施設の確保につ

いて目標値を掲げて、ブロック単位等、医療圏

単位等で頑張って受け入れていくんですけれど

も、広域的なバックアップもしっかりやってい

くということです。

また、８ページの下のほうにあります（２）

の医師・看護師、その他職員等の確保の一番最

後の段落のところでありますが、一番大事なこ

とは、限られた医療資源を総合的に融通・活用

して、平時医療と同感染症対策の両者について

各病院が的確な役割分担の下、必要な医療を提

供できるように努めるということで、今後もし

第２波が来た場合についても、こういったこと

を具体的に進めていくことは大事だと思ってお

ります。

そうしたものを図式化したものが10ページ

と11ページの表になっておりまして、現在は、

その専門家で構成される協議会からフェーズ１、

移行期だということでやってきております。宿

泊施設も必要に応じて投入をしますし、平時診

療についても一部抑制する形でやっております

が、また今後の状況によってはフェーズ２も見

据えた対応が必要になりますし、準備としまし

ては、このまん延期を見据えた取組をしっかり

今進めているところであります。

11ページが、患者の症状に応じて、どの地域
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にいらしてもきちんと必要な医療や宿泊施設に

よる療養が受けられるように役割分担をしてい

るほか、検査体制についても、宮崎市が増やし

たということもあって120件まで少し増えました

けれども、このほか、衛生環境研究所での増や

その他民間検査も取り入れることで96件の倍増

を図りたいと思っております。

そうした検査体制についての説明が、12ペー

ジであります。

最後に、直近の動きとしまして、国が５月14

日に緊急事態宣言を一部といいますか、多くの

県で解除をいたしました。それを受けましての

県の対応方針の改訂であります。一番大事なポ

イントでありますのが、13ページからですけれ

ども、基本的な考え方で書かせていただいてお

りますとおり、感染リスクはゼロにならないこ

とを前提に、コロナと共に生きていくと、今、

世の中でウイズコロナという言い方もされてお

りますけれども、そういったまず認識を変える

必要があるのではないかということであります。

感染拡大の防止と社会経済活動の維持・再生の

両立を目指すと、こういう考え方の下に、１例

でも出たら非常に強い規制といいますか自粛を

するというよりも、きちんと感染対策をした上

で、状況に応じた警戒は維持しながらも柔軟な

自粛等の運用によって、この両立を果たしてい

きたいというのが大きな考え方であります。

そのためにも、これまでも県内を７ブロック

に分けて柔軟に対応しておりました。宮崎市で

発生したからといって県北まで全部施設を閉じ

るとか、それはちょっとやり過ぎだということ

で、きめ細かく対応してきましたが、こういっ

た取組を一層具体的に進めていく必要があるほ

か、13ページの下のほうで、文字が小さくて恐

縮ですけれども、各７医療圏域ごとの感染者の

状況がどうかということのみならず、全ての場

合においてＡからＣ共通、新しい生活様式等と

書いてありまして、また後ほど見ていただきた

いんですが、今回の資料の16ページにもありま

すとおり、当然これからの暮らしではやってい

ただきたい標準装備をやっていくことが、全体

として感染リスクを下げることになるんだとい

うことを普及していくことが大事だと思ってお

ります。

また、特筆事項として、この13ページの下の

ところで、先ほど両立と申し上げましたが、

（Ｂ）、新規感染者が限定的な地域で、下線が書

いてあります、屋内で50人以上のものは控える

など、規模縮小を含むと。これは、あえて50人

以上と書きましたのは、これはもともと国の専

門家会議でこういうような基準は書かれていた

んですけれども、こういうように書くと50人以

内だったらいいのか悪いのかと、逆に変な基準

になるんじゃないかというような中で議論が

あったんですが、どうも、今やはり県内で自粛

モードがかなり強いと。だからこそ、例えば20

人であっても、１人その圏域で発生すれば、も

う軒並みいろんな行事が開催されないというの

は、やはり両立の観点からどうなのかというこ

とで、あえて人数を示すことで、これは50人が

絶対ではないです。感染対策や屋外・屋内など、

状況によって全然違うんですけれども、こうい

う基準を一応示すことで、１人でも出たら全部

活動がストップしてしまうという認識ではなく

て、何とか共に生きていくということをこれか

ら浸透させていくことが大事なのかなと思って

おります。

その意味でも、最後14ページでありますけれ

ども、特に注意が要る施設として遊興・遊技を

指定して休業要請まで行いましたが、休業要請
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という手段ではなくて、ガイドラインや独自の

注意喚起、その実践という手段で感染対策を徹

底して営業と両立していくということ─宮崎

県独自の取組でありますが─こういったこと

を通じて何とか両立をしていきたいと思います

し、もし発生しましたら、それは迅速に必要な

範囲できちんと営業自粛をしていただいて封じ

込めを図ると、そこのバランスを取っていきた

いと思っております。

最後に15ページでありますが、特に関心の高

い２点について御説明させていただきますと、

１点目は県外との往来であります。

これも、いろんな検討がありまして、本県の

場合は隣県は比較的感染が落ち着いているので、

県外の移動まで自粛しなくてもいいんじゃない

かという議論と、そうはいっても、やはり福岡

はぎりぎり解除されたという認識が正しいん

じゃないかとか、まだ東京、大阪は特定警戒都

道府県ということで、ゴールデンウイークの５

月６日から経過観察をする２週間、14日を足し

たそのぐらいの期間まではやはり簡単には判断

できないだろうということで、九州各県と今足

並みをそろえて、20日ぐらいまでは県境を越え

る移動は自粛しようということで統一でやって

おります。

ただ、それを受けて、21日に、また今後国も

方針を変えるかもしれませんし、22日には九州

地方知事会もありますので、そういったタイミ

ングでの21日から22日頃に、県のほうとしても

これをどういうふうにできるか柔軟に考えたい

と思います。

もう１点、繁華街の接待を伴う飲食店につき

ましても、これもいろんな御指摘があって、こ

れも国の５月14日の方針から落ちたので、この

表上も我々は落としております。ただ、国に聞

きましたら、いやいや、接待を伴う飲食店に行っ

ていいと国は言っているわけではないと。何で

ですかと、何で資料から落としたんですかとい

うふうに聞きましたら、あくまで我々としては

３密は避けてくれという一般論の規制は変わっ

ていないと。どうしても接待を伴う飲食店につ

いては３密が起こりやすい場なので、引き続き

その自粛は求めたいんだと。ただ、例示として、

具体例として書いていないだけだという説明が

ありましたので、非常に悩ましいんですけれど

も、そういうことも踏まえて県としては、接待

を伴う飲食店についても３密を避けられる場合、

具体的には、お客さんの横について密着した形

で接しないとか、歌を歌わないとか、唾が飛ん

で感染のリスクが高まることはしない、そういっ

たガイドラインに沿ったものであれば３密を避

けれるので、一律の自粛はせずに、あとはお店

で対策を徹底しているものについてまでは自粛

は求めないという整理にさせていただいたとこ

ろであります。

少し長くなりましたが、福祉保健部からは以

上です。

○川北教育政策課長 特別委員会資料、17ペー

ジでございます。

県立学校における新型コロナウイルス感染症

対策の対応について御説明いたします。

まず、今までの対応の経緯につきまして記し

ていますのがこの一覧表でございます。今まで

に教育委員会が県立学校に対しまして通知した

文書ごとにまとめたものでございます。

左から２列目に文書の発送期日、そして３列

目、上の欄には通知の概要、そして下の欄には

対応内容を記載しております。

まず、①にございます、総理の全国一斉臨時

休業の要請を受けまして３月２日から始まりま
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した県立学校の臨時休業等の対応でございます

けれども、④にございますとおり、今年度に入

りまして４月１日から教育活動を再開したとこ

ろでございます。

しかしながら、⑥にあります政府の緊急事態

宣言の対象地域の全国拡大、そして⑦にござい

ますが、緊急事態宣言の延長ということを受け

まして、現在、⑧にございます、５月25日の学

校再開に向けました段階的な取組、これを各学

校でさらに進めているという状況にございます。

続きまして、⑧の通知文につきまして御説明

いたします。18ページでございます。

政府の対象地域解除を受けてという形でござ

いますが、１、対応についての四角囲みにござ

いますが、５月25日から再開に向けた、段階的

な取組をさらに進めるということでございます。

具体的には、宮崎県立学校における新しい生活

様式の実践に向けた取組、そして取組の準備が

できた学校につきましては、５月20日より全学

年を対象とした連日の登校日の設定、そして部

活動の一部再開を認めるということにしており

ます。

次の19ページでございます。こちらが、宮崎

県立学校における新しい生活様式ということで

ございます。

概要につきましては、国が示しました新しい

生活様式を参考にしまして、県の教育委員会に

おきまして、学校において実践しやすいように

作成をしたというものでございます。

各学校には、５月25日からの学校再開に向け

まして、感染防止、感染拡大防止策としまして、

実践が徹底できるよう準備を依頼をしていると

いうことでございます。

なお、市町村教育委員会に対しましては、参

考として本通知を送付しているということでご

ざいます。

説明は、以上でございます。

○山下委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、御質疑がありましたら、発言をお願

いいたします。

○岩切委員 御質問させていただきます。

３か月ほどの一つの大きな山、特に今日配ら

れましたＰＣＲ検査数の棒グラフが一つの山を

越えたような形で示されております。この３か

月間で様々な体験をされてきた執行部だと思い

ます。本当にたくさんの任務を果たされてきた

ことに敬意を表したいと思います。この３か月

間の中で得た教訓を、これからのウイズコロナ

という時代の中で生かしていかないといけない

と思うんですけれども、そういった立場で何件

か伺います。

１つは、保健所の相談体制、１万6,900件、１

万7,000件近い数字を対応されたと思うんですけ

れども、新聞等で見るのは、保健所のスタッフ

の大変な過酷な労働実態というような話があり

ました。宮崎においてはどのような状況だった

か、そしてこれから検査の判断が変わっていく

中でどのように変化していくのか、その点から

まずお聞かせいただきたいと思います。

○川越健康増進課長 健康増進課でございます。

まず、保健所の業務につきましては、特にこ

の新型コロナウイルス感染症の発生以来、まず、

もちろん感染者が出た場合にはその方のいろん

な行動歴を調査したり、あるいは濃厚接触者を

調査したり、そういった業務がございますし、

あと実際の検査の場合には、例えば検体を取り

に行って、それを衛生環境研究所に運んだりと

いう業務がございますし、また一般のいろんな

相談が各保健所にきております。

そういったことを考えまして、まず相談につ
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きましては、今回、４月の補正予算で認めてい

ただきました民間への業務委託というのを５

月20日から開始するということにしておりまし

て、まずは相談につきましては一元的に民間へ

の委託ということで保健所の業務の負担の軽減

を図っているところであります。

また、検体の搬送につきましても、保健所だ

けでなく、それぞれの地域の行政機関、県職員

が今交代で業務を行っていただいておりまして、

その面での業務負担の軽減を図っているところ

でございます。

あと、本来保健所が持っている業務につきま

して、国からも、例えば衛生部門も含めた保健

所全体での取組、あるいは、通常いろいろな法

律上の期限が来るもの、更新が必要なもの、そ

ういった業務についても国の制度の見直しの中

で、一部を延長して、有効期間の延長をしたり

といったことで保健所業務の軽減を図るといっ

た取組が進められております。

感染者の発生の有無の状況で、多少、保健所

の業務の繁忙さも違ってくるとは思っておりま

すけれども、今そういった形で、民間ができる

ものは民間へ、あるいは行政機関で分担できる

ものは分担してということで、保健所業務、特

に保健師さんの業務の負担軽減といったものを

進めているところでございます。

○岩切委員 感染者が発生した場合の濃厚接触

者の確認や行動の追跡という業務を保健師さん

が中心にやられたと思うんですけれども、これ

は今の話ですと委託の対象ではないと思うんで

すが、これから先も発生した場合には保健所の

任務ということで理解してよろしいですか。

○川越健康増進課長 委員がおっしゃるとおり、

今回委託した一番の大きな理由は、やはり保健

師さんが本来が持っている専門性を生かしたよ

うな業務により集中できるといった体制を取ろ

うというところでございますので、そういった

感染者の行動調査だとかあるいは濃厚接触者の

調査、そういったものにつきましては保健師が

引き続き担うというふうに考えております。

○岩切委員 ＰＣＲ検査については衛生環境研

究所が担ってきておりますけれども、今後、宮

崎市保健所も担うようになると。また、報道に

よると検査手法もＰＣＲ検査だけではない手法

に変えていきたいという流れがあります。

そういった中で、衛生環境研究所の体制は、

この間、本当に大変だったと思うんですけれど

も、一山越えて何とか落ち着いていくものとい

うふうに理解してよろしいでしょうか。

○有村感染症対策室長 ＰＣＲ検査につきまし

ては、96件から倍増を目指すというふうにして

おりまして、その倍増を目指して現在120件とい

う数字が衛生環境研究所と宮崎市保健所で行政

検査ができるようになっております。

また、さらに衛生環境研究所の中で人の応援

とかそういったもので工夫もできるということ

で考えているところでございます。

さらに、委員がおっしゃるように、抗原検査

というのが国で認められてきておりますので、

そういったものを医療機関等々が利用できるよ

うなシステムも構築されつつございます。ＰＣ

Ｒ検査、抗原検査、そういった検査も今後は利

用しながら、検査の件数が伸びていくものでは

ないかと思っております。

現在は、先ほどの部長の説明にありますよう

に、１日の検査数は最大では五、六十件でござ

いましたけれども、今は10件程度といったよう

なことでございます。ただし、クラスターとか

発生しますと、またどのような件数になるか分

かりませんので、それに対応できるように準備



- 10 -

令和２年５月18日（月曜日）

しているところでございます。

○岩切委員 保健所も衛生環境研究所も、発生

して、相当に混乱もあり、そして乗り越えてき

たというふうに思います。そういった中で、こ

の３か月間の経験がこれからの体制の中では必

ず生かされる。そして、必要な補強、対応等は

なされていくという理解でよろしいでしょうか。

○川越健康増進課長 委員がおっしゃいますと

おり、我々も含めて、保健所も含めて、今回い

ろいろ経験を重ねてまいっておりますので、そ

ういったノウハウも生かしながら、先ほど言い

ましたように分担できるところは分担しながら

今後も進めてまいりたいというふうに考えてお

りますので、今回の、これまでの経験を生かし

ながら、さらなる第２波、第３波に備えた体制

づくりといったものを進めてまいりたいという

ふうに考えております。

○井上委員 関連してお聞かせいただきたいん

ですけれども、この検査件数の1,290件というの

は、医療機関からの申し出で検査した分が大体

これですか、それとも相談件数の中から検査の

ところに持ってこられた件数なのか、その内訳

を教えてください。

○川越健康増進課長 基本的に、まず帰国者・

接触者相談センターに一般の方から相談がござ

いまして、そこでいろんなお話を聞きまして、

その検査にまず結びつけるために医療機関に受

診をお願いしています。医療機関にかかってい

ただきまして、医療機関の先生が検査が必要だ

というように判断しましたときに保健所にまた

連絡がありまして、保健所のほうから検査をお

願いしますと、検体の採取をお願いしますとい

うことになっておりますので、まずは帰国者・

接触者相談センターに相談していただいて、そ

こで医療機関に受診をつなげまして、医療機関

から検査につなげていただくというような流れ

になっていますが、きちっと分けられるもので

はございません。

○井上委員 そのとおりですよね。そんなふう

になっているわけですよね。

問題は、実際、宮崎県の検査ができる能力、

その能力というのは大体どのくらいなんですか。

○有村感染症対策室長 現在、宮崎県内、先ほ

ど申し上げました衛生環境研究所と宮崎市保健

所、合わせて120件、１日の能力を有しておりま

す。

○井上委員 今はＰＣＲ検査というのは、私た

ちが、今自分が思っていても簡単に受けられな

い状況にあるわけですけれども、さっき言われ

たように、医療機関に行って医療機関の方が認

めない限りはＰＣＲ検査を受けられないという

状態になるわけですよね。

専門家の方がおっしゃるには、抗体を７割の

人が持ったときに初めてこの感染症は落ち着く

と言われていますので、そういうことを将来的

に考えていくと、宮崎の場合、今のところ17例

しかないので、この状況の中でずっと落ち着い

ていくといいけれども、２波、３波が来た場合

のときのことを考えると、今は患者が出ていな

いからいいけれども、今後どのようにこのＰＣ

Ｒ検査、また抗原検査をしていかれるのか、そ

れはどのようになっているんですか。

○有村感染症対策室長 委員が御指摘のとおり、

集団免疫がかかると蔓延しなくなるというお話

かと思います。

このウイルスは初めて世界に出てきたウイル

スでございますので、その抗体を持った人間と

いうのは不存在ということに間違いないわけで

すけれども。今現在、日本でやっている、また

本県でもやっていることは、クラスターが発生
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した場合にそれを一つずつ潰していく、患者さ

んを見つけて隔離といいますか、入院措置をす

ることで感染を防いでいく。それを続けること

によって、例えばワクチンの開発とか有効な医

薬品の登場、そして現在進められている検査等

々の充実、そういったものに結びつけることに

よって、様々な医療崩壊を招かないということ

を目的にやっているところです。

したがいまして、感染のその源を断つことに

よって少しでも時間を稼いでいくことによって、

先ほど申し上げました有効な治療法とかそう

いったものに結びつけていくというのが、重症

化を防ぐことにつながっていったと思います。

今のやり方というのは、感染者を見つけ出し

て有効な治療をその感染者に対して実施するこ

とによって重症化を防いでいくということを目

的にしておりますので、その辺りを御承知いた

だければと思っております。

○井上委員 宮崎でいうと、この感染症に関し

ての専門はどこだというようにしているんです

か。

○有村感染症対策室長 県内には７つの感染症

指定医療機関がございまして、基本的にはそこ

が感染症の専門というふうに御認識いただけれ

ばと考えております。

ほかにも、協力医療機関とかございますが、

基本的には先ほど申し上げました感染症指定医

療機関になっております。

○井上委員 分かります。それはそのとおりな

ので、答弁のとおりなんですけれども。

これからまだ分からないわけですよね。医療

機関のありようというのが、都会と私たち地方

とはちょっと違うので、そういう意味でいうと、

今までのデータも含めてですけれども、その専

門性をどうやって生かしていくのか。そして、

例えばクラスターが本当に私たちのところも起

こらないとは限らないわけで、クラスターが起

こったときにどうしていくのかというのが、今

後、ぜひ、そこを中心に物事を考えておいてい

ただきたい。

今までも医療機関の皆さんには大変な御苦労

をいただいているし、そして今の御苦労のあり

ようが報われるようにするにはどうしたらいい

かというと、その辺りを丁寧にやっていただく

ことが大事なのではないかなというように思い

ます。

確かに、７つの医療機関はあるんですけれど

も、データを含めてばらばらにしないで、やは

りきちんとした、地方ならではのといいますか、

感染の対策をぜひやっていただきたいというよ

うに思います。

できるだけ、私たちもＰＣＲ検査がきちんと

受けられるように、全員が今どういう状況になっ

ているかというのはまだ分かっていないという

のが実態だと思うんです。そこをどうして自分

たちのほうでそれを、流れというか、きちんと

した今の状況を見つけ出すための方法を自分た

ちで見つけることができるかどうか、それをぜ

ひやっていただきたいと、それを要望しておき

たいと思います。

もう一つ、これからの宮崎県の対応方針なん

ですけれども、これからの対応方針は、正直申

し上げて、先ほども申し上げたようにちょっと

受け身的であらざるを得ないという、起きたと

きにはとか、そういう方法でやらざるを得ない

というところなんです。確かに、その状態でやっ

ていかないといけないんだろうと思うんですけ

れども。あくまでも、これから自分たちの宮崎

県の対応方針がこのままで安心してやっていけ

るんだということが、実態として実感として県
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民も納得ができるようにしていかないといけな

いというように思うんですけれども。それに対

しての県民に対するメッセージというか、県民

と一体となってこれやっていくしか、本当に方

法がないと思うんですけれども、そこはどのよ

うにお考えなんですか。ただ、今あるようなメッ

セージの仕方だけなんですか。

○川越健康増進課長 委員がおっしゃいました

ように、先ほど部長が言いましたように、コロ

ナと共に生きていくというコンセプトがありま

すけれども、新しい生活様式といったものが今、

示されております。

ここでは、いろいろと具体的に県民に取って

いただくような行動についてお示しをしている

ところでございます。例えば買い物にはこうい

うふうにしたら行っていいんだよとか、スポー

ツもこういう形だったらやっていいんだよとい

うようなところを具体的に。先ほど部長が言い

ました専決処分で予算化をしておりますので、

今後、テレビＣＭ、新聞広告、あるいは県のい

ろいろな媒体を通じまして、県民の皆さんに分

かりやすくお伝えして、この新しい生活様式を

標準装備と言っておりますけれども、この新し

い生活様式が新しいということではなくて、こ

れからの生活の、普通の生活様式なんだという

ような形で県民の皆さんにお伝えして、まずは

感染拡大防止と経済の両立といったものを図っ

ていきたいというように考えております。

○井上委員 皆さんたちのところは医療機関を

管轄されているんですよね。同時に、高齢者施

設とかも含めて、そういうところも全部管轄を

されているわけです。

確かに、遊技場だとか、いろんなところの自

粛だとか、そういう問題というのは非常に目に

見えて分かりやすい。だから、それはそれとし

て、私も納得はしているところがあるんですけ

れども、介護施設とか高齢者施設というのは、

非常に危ういところにいるわけです。

私は介護をしている関係上、その介護してい

る者にとってみると、いつそこが閉鎖になるか

分からないというのをずっと常に考えながら

やっていかないといけないわけです。

だから、県の対応方針は確かに県民一人一人

の生活の中でこれをすると。そういう点でいえ

ば、私は確かにこれを徹底して県民の皆さんに

も分かっていただきたいし、実行していただき

たい。それは、もちろん分かっています。

ただ、それにまつわる周りの環境について、

もっときめ細かに対応のありようというのを。

今、ショートステイはもうだめで、どうにかデ

イだけは受け入れていただいているという感じ

なんですけれども。そういうことを一つ一つを

丁寧にどうしていくのかというのがないと、常

に危うさと一緒になって考えざるを得ないと思

うんです。

施設施設の問題というか、障がい者施設はじゃ

あどうなのか、高齢者施設はどうなのか、いろ

んな意味での施設のありようみたいなところに

ついてはあまり細かに情報が入ってこない可能

性があるので、出たとこ勝負と言ったらおかし

いんですけれども、患者が出れば閉鎖にすれば

いいというような感覚で行くのか。

だから、安心して介護も在宅介護もできるよ

うにしていくにはどうしたらいいのか。方針の

きめ細かさがもっとあってもいいんじゃないか

なというのは、ちょっと感じる次第なんですけ

れども、そこはいかがお考えなんですか。

○小川福祉保健部次長（福祉担当） 委員のおっ

しゃいますとおり、全国では介護施設等、障が

い施設含めまして、施設内でクラスターが発生
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している状況がございます。

ちょっと数字が古いんですけれども、５月11

日現在で20人以上のクラスターが発生している

介護事業所、障がい者施設等が11件ほどござい

ます。11件中の10件は高齢者施設という形になっ

ております。

例えば、札幌のアカシアハイツでは職員と入

所者合わせて81人、名古屋では73人とか、結構

大きなクラスターも発生している状況でござい

ます。

本県で大きなクラスターが発生したら、医療

体制がなかなか弱い本県におきましては非常に

大変な事態になるということで、施設等にクラ

スターの発生が起こらないように面会の抑制と

かいろいろな対策をお願いしているところでご

ざいます。

一方、いろんな対策を取った中で、クラスタ

ーが発生したらどうするのかと、その辺りの想

定も、各担当課によっていろんな場合の想定を

行っていただいているところでございます。例

えば、高齢者施設の中で指定医療機関になかな

か入れない人数のクラスターが発生した場合ど

うするのかとか、そのようなことも含めまして

検討は行っております。

国の分類の中では、どうしても入院調整で、

待機を施設で行うような場合も想定されており

ますし、そのような場合に医者や看護師とかの

派遣、ＪＭＡＴやＤＭＡＴとかの派遣であった

りとか、またその施設で施設職員が不足してい

る状況の中でグループ内の施設からの応援が見

込めないような高齢者施設におきましては、他

の施設からの応援とかそういうものを想定して

団体等との意見交換も今行っているところでご

ざいます。

○井上委員 新しい生活のありようというのは、

県民一人一人が本当に徹底してやっていただか

ないと。私の家族の中での合い言葉は、自分た

ちが感染者になったりして施設を使えなくなる

ような理由にはなりたくないというのが一番で、

徹底的に熱をはかったりとか手洗いしたりとい

うことを励行するわけです。

だから、いろんな意味で一人一人の生活がい

ろんなことに影響していくということが県民の

皆さんに理解していただかないといけないと思

うんです。こうあるべし、こうあるべしという

のは、確かに皆さんがおっしゃるのはよく分か

るんだけれども、それが本当に一人一人の県民

の皆さんの、今頑張っていただいているのも県

民の皆さんのおかげなんですけれども。そこを

ちゃんと掘り上げていくというか、そこをきち

んと確認をし合っていくということでないと、

今の生活の危うさというのは、そこにあると思

うんです。地方こそ医療崩壊しやすい環境にあ

るわけですから、そこを徹底的に分かっていた

だきたい。そこをきちんとやっていただきたい。

それを委員会の名においてもお願いしたいとい

うふうに思います。

学校のところですが、一番気になったのは、18

ページのその他のところの学校からホームペー

ジやメール等で周知をするとなっているわけで

すけれども、Ｗｉ－Ｆｉも含めてですけれども、

そういう環境をお持ちなのかどうか、間違いな

く保護者に伝わるというように理解していいと

いうことですか。

○押方高校教育課長 これにつきましては、ホ

ームページとか、今、防災メール等を保護者に

登録していただいたりしております。そういう

環境がない部分につきましては個別に電話をし

たりして、必ず児童生徒、保護者に伝わるよう

にしているところです。
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○井上委員 そこはきちんと確認をしておいて

いただきたい。

宮崎県の子供たちはタブレットを一人ずつ

持っているわけではないので、そういうことも

含めて、学校の動きも含めてですけれども、先

生方の動きと、先生方が心配しているという声

も含めて子供に届けないといけないわけですか

ら、そこのところを相手にきちんと届ける。こ

れは、今回コロナの問題で大変な思いを私たち

はしていますけれども、逆を言えば、今回のこ

とで私たちは教育を変えることができるかもし

れないわけですから、その体制を変えることも

含めて、そこのところを確認をしといていただ

きたい。実態を確認しておいていただきたい。

本当に言われるように届いているというように

言い切れるものなのかどうか、きちんと把握を

しておいていただきたい。これを要望しておき

たいと思います。

○内田委員 先ほどからのＰＣＲ検査について

お伺いします。

限られた医療的な資源を有効に使っていただ

くという視点で質問させていただきます。

例えば、今日、延岡では医師会のほうで検査

センターというか、検体を採取するための仕組

みができて採取が始まるというように聞いてい

るんですが、先ほどからの説明の中で、ＰＣＲ

の検査を増やす、県南、県北にもというような

ことで説明を受けたと思うんですけれども、そ

の限られた資源を有効に使っていただきたいな

と思っているんですけれども。

例えば、県北で県がＰＣＲの検査機器を購入

いただいて設置いただくのか、県南でも設置い

ただくのか。それを医療圏で共有するとか、そ

ういう仕組みをつくっていただくのかというこ

とが気になっていまして、その点をお伺いしま

す。

○川越健康増進課長 ＰＣＲの検査につきまし

ては、先ほど感染症対策室長が申し上げました

ように、現在、県の衛生環境研究所と宮崎市保

健所、そこで機器を持っておりまして検査を行っ

ています。

これにつきましては、先ほど、委員おっしゃ

いましたように、まずはその検体を採っていた

だいて、それを検査する体制を県北と県西、延

岡と都城、あとは宮崎市にできれば３か所つく

りたいと思っているんですけれども、それにつ

きましては、先般、延岡市のほうは延岡市の夜

間急病センターに延岡市が予算措置をされまし

てＰＣＲ検査機械の購入を行うというようにお

聞きしております。その機械が入りまして検査

ができるようになりますと、延岡市で例えば医

療機関を受診された方の検体をその急病センタ

ー等で検査することができますので、その分は

まず延岡市等ではそういった医療保険による検

査がそこの機械を使ってできるというふうに考

えております。

ですので、県としましては、先般お認めいた

だきました補正予算を活用しながら、そういっ

たＰＣＲ検査機器の購入に対する補助といった

ものを予算化しておりますので、それぞれの機

関からの要望を聞きながら購入に対する補助を

行うことで検査体制の拡充といったものを進め

ていきたいというように考えております。

○内田委員 なぜ、延岡市が単独で予算化して

機械を購入となっているのか。私は、県に購入

いただいて近隣の市町村も使えるような仕組み

をつくっていただきたかったと思います。

保健所の業務軽減のために検体を運んでいた

だく方を委託するようなお話もある中で、西臼

杵のほうは検体を採ってもらったのをそのまま
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研究所まで運ぶのに、延岡だけが検査できると。

そういうような仕組みでいいのかどうか。

都城は、都城市で単独で購入されるのか。例

えば、日南、串間の方もそこのＰＣＲ検査機械

が利用できるのか。その仕組みはできているん

ですか。

○川越健康増進課長 検査につきましては、ま

ず県が持っている検査機器でやる行政検査と、

民間で検査を行って、それに対しては診療報酬、

保険診療で行う検査と、今２つの方法がござい

まして、行政検査につきましては県が、あるい

は宮崎市保健所で機器を設置して、そこで全県

下の検査を行うという体制を取っています。

先ほど話をしましたのは、いわゆる医療保険

で行う検査の体制を考えておりまして、医療機

関で受診された際に、そこで診療報酬を取って

いただいて、診療報酬で検査を行う、いわゆる

保険診療で検査を行うという体制を取っており

ますので、そこでは医療機関を受診した方が医

療保険で医療機関が検体を採っていただいて、

それを検査に回していただくという仕組みでご

ざいますので、必ずしもそういった場合は県が

設置するということではなくて、いろんな民間

の機関あるいは市町村の持っている機関が購入

してそこを診療報酬で運営していくというのが

基本的になっています。

ただ、それだけでは拡充が進まない場合があ

りますので、県としてもそういった機器の購入

に対する補助制度といったものを先般、４月補

正でつくったところでございます。

○内田委員 全国でＰＣＲの検査機器を購入、

導入が一気に進んでいるんだろうと思うんです

けれども、すぐすぐその検査の機器が設置され

るのか、何か月ぐらい待たないといけないのか

とか、その辺のところが分かれば教えてくださ

い。

○川越健康増進課長 検査機器については幾つ

かあるんですけれども、今お聞きしている中で

は、７月をめど、夏頃をめどというように聞い

ております。

○内田委員 ７月までは検査センターで、都城、

延岡のほうは採取をしてもらって研究所までと

いうような流れで行かれるということで、機器

設置後は、都城のほうは分からないですけれど

も、延岡でいえば延岡だけで検体採取、ほかの

近隣、日向とか西臼杵のほうとかは、仕方なく

というか、研究所まで運ぶということが続いて

いくということでいいんですか。県南、県央、

県北でそれぞれＰＣＲの機器があるとなると、

何か網羅されているというイメージがあるんで

すけれども、そうじゃないということなんです

よね。

○川越健康増進課長 検査する場所につきまし

ては、当面、予算上の措置としては限りはござ

いますけれども、今後進めていく中で検査の数

と勘案しながらどういった形でそれぞれの圏域

で検査する体制をつくっていくのがいいのか、

そういったところにつきまして、それぞれの市

町村あるいは市郡医師会、そういったところと

協議しながら進めていきたいというように考え

ております。すぐすぐ何月から全県下、それぞ

れ医療圏ごとで検査できる体制がとれるという

ことで今確定しているわけではございませんけ

れども、やはりそれぞれの医療圏の中で、最適

な検査体制や、資源の活用を県全体でやるのか、

医療圏ごとにやるのか、そういったものをそれ

ぞれ医療圏ごとで議論しながら進めていきたい

と考えております。

○内田委員 風評被害ということも、先ほど書

かれているんですけれども、電話でのたらい回
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しみたいなものも実際に起こっていて、検査数、

検体数が減っている中でも風評のほうが進んで

いて、民間病院でもう風邪の症状を受け入れた

くないというところがどんどん強く出てきてい

るという感じもするので、できるだけ早く機器

を県内全部が網羅して使えるような状態に、セ

ンターもきちんと医療圏ごとにつくっていただ

けるような取組をスピード感を持ってやってい

ただきたいなということを一つ思っています。

幸いなことにクラスターが発生していないと

いうことで、お亡くなりになった方もいらっしゃ

らなくて、重症の方が人工呼吸器とか人工心肺

装置、エクモを使ったりという場面がなかった

と思うんですが、延岡で見るとエクモが、装置

がないということがいろいろ資料を調べる中で

分かったんです。そういう話を市のほうとも話

す中で、県北そして延岡は、特に重症な方が出

たときには貧弱な医療体制だよねと、設備が整っ

ていないよねというような話をする中で、延岡

には九州保健福祉大学があるんですけれども、

そこには人工呼吸器が５台と、エクモのちょっ

と古い型が１台あると聞いているんですけれど

も、ＣＥ、臨床工学技士がいらっしゃらないと

いうことで使われていないというようなことも

聞いています。

そういうやり取りを市とする中で感じたのが、

保健所とやっぱり市町村の連携、情報の共有と

いうのが図られていないんじゃないかなという

のをすごく感じるんです。感染者が出たときの

情報の共有の仕方も、保健所が分かっているけ

れども市町村は分かっていない、対策を市町村

が打ちにくいというようなことをずっと感じて

いて、こういう話を、医療機器の話とかをする

中でも、やはり保健所から市町村への情報の共

有というのがまだまだ浸透していないというか、

図られていないなということを感じたりするん

です。この３か月の経験を今後生かすというよ

うな話ですけれども、課題もたくさん見えてい

ると思うので、宮崎市は保健所がある。でも、

ほかの市町村は県が持っている保健所に頼るし

かないという中で、情報の共有というのがやは

り災害時で一番大事なことになると思うので、

私はもっと市町村の意見を聞いていただいて保

健所で対応していただきたいなと思います。

保健所の方と話をする中で、市に話をしたと

きに情報が漏れたらどうするんだというような

ことを言われたんですけれども、やはり市町村

の行政だって守秘義務をきちんと持っているの

で、ある程度の方とは情報の共有というのをしっ

かりやっていただくことによって、本当に災害

の対策につながると私は思っているので、その

点は課題として私はもう一度考えていただきた

いなと思っています。

○川越健康増進課長 患者発生時等の情報共有

につきましては、一義的には、やはり保健所の

ほうでいろんな調査、濃厚接触者の調査を含め

て行っております。

ただ、委員がおっしゃるように、濃厚接触者

の広がりとかあるいはクラスターの発生とか、

そういった場合、保健所だけでは対応できない

という場面も当然あると思いますので、今おっ

しゃった意見も参考にしながら、これから保健

所と市町村との情報共有のあり方、保健所は市

郡医師会、医療圏とは頻繁に情報共有、協議し

ていると思いますので、そこに市町村も含めた

形でのいろんな情報交換、情報提供のあり方、

そういったものについてはより綿密に行えるよ

うに今後も保健所と議論をしていきたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いし

ます。
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○内田委員 最後に、今、エクモの話をしたん

ですけれども、調べた結果、川南町の国立宮崎

病院に１台あると分かったんですが、それ以外、

県立延岡病院にもないんでしょうか。もしなけ

れば、私は購入していただきたいなと思ってい

るんですけれども、いかがですか。

○久保病院局次長 病院局でございます。県立

延岡病院のエクモということなんですけれども、

今、一応古い機械が、型式の古いのがあるとい

うようには聞いております。

ただ、これを回すためには、スタッフの体制

として、20人とか30人とか必要だというように

聞いております。ですから、この医療提供体制

図、資料の11ページにございますが、そういう

エクモを使うような場合は超重症になりますの

で、第一義的には宮崎大学医学部附属病院にな

ります。当然、地域で完結というのが一番理想

ではあるとは思うんですけれども、医療資源等

の状況を考えますと、こういう医療提供体制を

実現していくのかなというように考えていると

ころでございます。

○内田委員 県立宮崎病院は、ＣＥ、臨床工学

技士が９名でエクモ２台となっているんです。

日南病院が、技士が４名でエクモ１台となって

いるんですけれど、今の理由だとそれはちょっ

とおかしいんじゃないかなと。延岡病院も９名

いらっしゃるんですよね。私はできるんじゃな

いかなと思うんですけれども。

○和田福祉保健部次長（保健・医療担当） エ

クモについては、非常に高度な医療機器になり

ますので、多分、現在のレベルでは大学病院で

何とか動かせるレベルであって、機械があって

技士が何人いても、恐らく県立宮崎病院でもか

なり困難ではないかなというように考えており

ます。

先ほどからございましたように、ＰＣＲ検査

も含めて、やはり医療資源が少ない本県におい

ては、集中するのか分散するのかというのは非

常に議論のあるところだと思いますが、やはり

一番いい対応を考えないといけないので、全て

の医療圏に大学病院を置くというのは現実的な

考え方ではないというように思いますので、そ

こは全県下で協議を進めながら、現状でできる

一番いい対応を考えていくべきだろうというよ

うに思っていますし、大学病院としてはエクモ

を２台回せるように既に１つの病棟を空けてい

ただいて準備をしていただいておりますので、

まずはそこの活用を考えるというのは、ちょっ

と患者さんの搬送は大変なんですが、そこがや

はりスタートだろうというように考えておりま

す。

○内田委員 結局、延岡でいえば旭化成があり

ますよね。休転工事を一、二か月延ばすという

ことの原因の一つとして、やはり医療資源が貧

弱だということがあるんです。県外から工事で

業者さんが来られたときでも、これだけの体制

が宮崎県で、県北である、医療機器もそろって

いるんだ、人材もあるんだというところがない

がために、中止とは言わず、延ばさないといけ

なくなったというようなこともありますので、

本当にこれを課題として医療機器の整備という

のは、県民の皆さんにも理解をいただくような

努力と、できるだけ安心がもたらされるような

医療機器の設置、人材の育成というのに努めて

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。

○前屋敷委員 連日の対応、お疲れさまです。

今、宮崎県内は安定してきているというように

思います。新規の発生がないという状況なので、

これをずっと持続していく、そのためにも様々
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な体制も含めて、必要ではないかというように

思っています。

他県では、陽性から陰性に転じて、病院を退

院しても、また新たに陽性反応が出るというよ

うな状況が現に起きているだけに、宮崎県では

今は感染者の方が４名という状況だというよう

に報告も受けているところです。ほかの方は退

院をされて日常生活に戻っておられるんだろう

と思うんですけれども。

しかし、ここで気を抜いては、私はだめだと

思うんです。そして、このコロナ対策で一番こ

れから大事なことは、やはり、これまでもです

が、県民の皆さんの命と健康をどう守っていく

かということがやはり第一義的な課題だと思い

ます。そういった意味では、このＰＣＲ検査は、

発生当時から県民の皆さん方も検査体制を充実

させてほしいといういろんなお声をたくさんい

ただいてきたところですけれども、今、お話も

それぞれありましたけれども、この検査そのも

のを増やすということがやはりこれから拡大を

させないためにも絶対必要なことだと思います。

それで、今、民間の検査と行政の検査という

御説明もあったんですけれども、民間の医療機

関で検査も今行われているやに聞いているんで

すけれども、この辺のところ、民間検査と行政

検査のその内容をもう少し詳しく説明していた

だけますか。

○和田福祉保健部次長（保健・医療担当） Ｐ

ＣＲ検査は、一つの考え方として、まず遺伝子

を抽出する手順と、抽出した遺伝子を本当にそ

の目的に合った遺伝子かどうかを同定する２つ

の手順に分かれます。

一番最初の遺伝子の抽出は、恐らくどんなタ

イプでも共通手順になるのかなと思いますが、

その次に、特定の遺伝子であることを同定する

ためにはその同定するためのキットが必要にな

りますので、全く新しいウイルスが出てきたと

きには、これは誰もその同定キットを持ってい

ないので、それを国が作って、国がそれぞれ検

査できるところに配付していくということにな

ります。そのキットが１回、国とか世界で確立

されれば、それを応用して全ての関わっている

人たちがそのキットを作っていけますので、い

ろんな意味で、例えば日本でいえば衛研さんが

キットを作りましたとか、今回、何か富士フィ

ルムさんもキットを作りましたと出されてくる

ので、そういうような活用が増えていきますの

で、ＰＣＲの機械を持っている研究所とか大学

とか医療機関であれば、そういうのを活用して

検査をすることは可能です。

ただ、検査を実施するときに、最初はそうい

うキットがないので、保険適用はできないので、

全て行政検査というような形で県なりが引き受

けているんですが、いろんな意味でキットが出

てくると、新型インフルエンザのときもそうだっ

たんですが、最初はＰＣＲで同定していたんで

すけれども、だんだん既にある簡易キットで汎

用できるということになったらＰＣＲ検査が必

要のない段階に移行していくんですが、今、い

ろんな意味で民間のキットも出てきていますの

で、そういうのを活用して保険診療でどんどん

やっていけるようになれば、そのキットが供給

さえされれば検査はできます。ですが、実は、

そのキットの供給が十分でないというところで、

キットは売ってはあるんですけれども手に入ら

ない。宮崎大学医学部附属病院もキットを購入

しようにもキットが手に入らないというように

やはりおっしゃられています。そういう問題が

どんどん解決していけば、保険診療で非常にた

くさんやれるようになるのかなと思っています。
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それから、また、検査と検査のための材料を

採るというのは全く違う工程でありまして、検

査の材料さえあれば、それは行政検査でもいい

し、医療保険でもいいし、検査の材料をどうやっ

て採るのかというのが非常に大きな問題になっ

ていて、検査が増えなかった理由は、やはり２

つあって、一つは行政でやる検査が、今は増や

してきていますけれども、当初、宮崎県でも、

衛生環境研究所だけでしかできませんでしたの

で数が限られていたことです。その後、衛生環

境研究所も機器を増やしたりいろんなことを

やって、宮崎市も機器を増やしたりしてかなり

の数が出てきますが、それをやりたくても検体

が出てこないという、要するに検査をするため

の検体を出していただけないというもう一つの

問題もあって、それを解決するために検体を採

るための場所をそれぞれの医師会さんが工夫さ

れてやっていただける。

延岡の場合は、まず検体を採るために工夫を

していただいて、まず検体をそこで採ります。

そうなってくれば、今、延岡市のほうで検査機

器が間に合っていないので、採っていただいた

検体は行政検査で、機器が間に合うまでは対応

しますというようなことでやってもらっていま

す。何回か出てきましたように、医療機関が熱

がある患者さんを診たくないというようなとこ

ろがたくさんあれば、誰も診ていただけないの

で、検体を採っていただけないという非常に大

きな問題があります。だから、常に２つの問題

があるということはどうしてもあって、それは

検体を鼻から採らないといけないので、その手

技が、感染のリスクが非常に高い行為だという

ことで、やはり防護衣が少ない中では対応でき

ないというようなことになっていて、そこが今

ネックになっているところがあります。

実は、先ほどから話が出てきましたように、

抗原検査というのが既に、こちらは富士レビオ

さんだったと思うんですけれども、出てきまし

た。これは血液でやるんですが、採血する必要

はなくて、指先を刺して、その血液でやります

ので、感染防御の意味からいうと非常にやりや

すい検査になっています。これは、一応相当数

を提供されるとは言っていますけれども、恐ら

く宮崎県まで回ってくるのにかなり時間のかか

るのかなと思います。

また、そういう検査も出て、いろいろ診断の

ための検査は変わっていくと思います。ＰＣＲ

は時間がかかる一方で、抗原検査だと多分30分

とかですので、今後、なるべくリスクの少ない

検査方法で、早く、迅速に診断ができるという

方法にどんどん技術が進歩していくと思います

し、その辺は今後どんどん変わっていくのかな

と思っています。

私たちも今後は、第２波が起きているかどう

かをどうやって知るかというところが非常に重

要になってきますので、恐らく医療機関の先生

がそういう患者さんではないかとちょっと疑っ

ていただいて、それを迅速に検査をする。その

検査の方法は、抗原検査であってもいいし、行

政検査であってもいいし、保険診療による検査

センターの検査でもあってもいいしということ

で対応できるのではないかなと思っています。

宮崎市郡医師会と都城市郡医師会さんは検査

センターを持っておられますので、そこの検査

センターに機器を入れていただくとほかの医療

機関からの検査を受託することもできますので、

そういう意味ではすごく展開は変わっていくん

だろうなと考えています。

○前屋敷委員 ありがとうございました。今御

説明いただいたように、やはり安全に検体を採
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取して、検査の数を増やす。抗原検査もそうな

んですけれども、そういうことがこれからの本

当に大きな課題だし、急がなきゃならないこと

だと思いますので、ぜひ迅速な対応をお願いを

したいと思います。

それから、今、市郡医師会の話も出ましたけ

れども、県の医師会だとかそういう医療機関か

ら県に対してのいろいろな意見だとか提言だと

かを県は真摯に受け止めていただいて、県民の

命と健康をどう守るかという点で対応していた

だきたいと思います。

それと、これは、今、医療機関のみならずで

すけれども、マスクの充足状況、かなり私たち

の周りにも、もうマスクは大分増えてきたとい

うか、目に見えるようになってきたんですが、

医療機関で、しっかり徹底してマスクが届いて

いるのかどうか。つい最近まで１枚のマスクを

何回も使うとかいうことがあったりとか。一番

患者さんと接触する機会も多いところなので、

マスクなどは十分に足りるように早く手配が必

要だと思います。

それと、もう一つは、地域の医療機関でこの

間かなり、患者数が減ったり、受診抑制があっ

て、その辺のお話なども耳にするところなんで

すけれども、その辺は県としてはどのように把

握しておられるのか、またどう対応ができるの

か、その辺のところもお聞かせいただきたいと

思います。

○林薬務対策室長 まず、私のほうでマスクと

医療資機材のほうを管理しておりますので、マ

スクについてお答えをさせていただきます。

一般的に不足していると言われているサージ

カルマスクという使い捨てマスクのほうですけ

れども、これにつきましては、国の供給システ

ムが実はありまして、ウエブ調査、ネットで不

足状況、在庫状況であるとか１週間の使用状況、

購入状況を各医療機関から報告をいただくシス

テムができています。それを基に、国から供給

されるマスクについて医療機関に配付している。

大体、毎週11万2,000枚が供給されまして、それ

をそのネット等を通じまして不足するところを

確認しながらマスクの供給をさせていただいて

いるところです。

これは、医療者に供給している卸に確認しま

したけれども、以前と比べて徐々に供給ができ

る態勢が整っては来ているということ。ただ、

やはり一部まだ制限がかかっているような状況

だと伺っております。

マスクに関しましては、以上です。

○小牧医療薬務課長 受診の抑制に関する御質

問なんですけれども、具体的な数字というのは

現在正確には持ち合わせておりませんけれども、

幾つかの医療機関の状況をお伺いすると、やは

り若干の抑制が見られるというようなことはお

伺いしております。

また、国のほうで電話、オンラインによる診

療について可能だということを周知も図ってい

るということですので、単純に抑制するのでは

なくて、必要な方についてはきちっと電話とか

パソコンとかで、主には電話を推奨しておりま

すけれども、必要な診療は受けていただきたい

ということで周知を図っているところでござい

ます。

○前屋敷委員 ありがとうございます。特に高

齢の皆さん方が受診抑制されると、いろんな悪

化につながるということもあったりして、やは

り大変な危険な状況も生まれてくると思います

ので、その辺のところはしっかり徹底をし、ま

た医療崩壊につながるようなことにならないよ

うに、そのところはしっかり受け止めていただ
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きたいというふうに思います。

○日髙委員 私も、今ＰＣＲ検査の話がいろい

ろ出ておりますので、その件についてもう一回、

確認の意味で一、二点質問させていただきます。

加藤大臣のこの前の発言で、37.5度、これが

４日以上というのは、これは誤解だよというよ

うな話がありましたけれども、この話を受けて

から、このＰＣＲの検査のやり方というのは何

か変わってきたのかどうか。まず、そのところ

を１点お伺いしたいと思います。

○有村感染症対策室長 それまで発熱の条件が

ございましたが、委員のおっしゃるとおり、そ

れが相談センターに来るときにはもう解除に

なっております。

また、さらに、それ以前もそうではあるんで

すけれども、医師の総合的な判断でコロナを疑

う場合にはというのがございましたので、それ

までも熱がなくても相談されてＰＣＲ検査に回

されるという事例は数多くございます。

しかしながら、今回はっきりその発熱の部分

が解除されておりますので、相談される方につ

きましては相談しやすい環境になったのではな

いかと考えております。

以上でございます。

○日髙委員 私も実は家族にそういう体験者が

出まして、私も11日間自宅待機をしておりまし

た。風邪の症状が37.5度までは行かなかったん

ですけれども、ずっと１週間引かなくて、ＰＣ

Ｒ検査をということで何回か中央保健所のほう

に電話をいたしました。三、四回電話をいたし

ましたけれども。やはり、その中で言われたの

は、37.5度が４日間以上続いて、なおかつそれ

でせきがあるということが前提だったので、私

の関係者の場合はせきが全然出なかったもんで

すから、それはもう対象じゃないですというこ

とで受け付けてもらえなかったんです。ただ、

保健所の方には、もう本当に懇切丁寧にいろい

ろと教えていただいて、本当にありがたかった

です。

それでも、10日たっても熱が引かないもんで

すから、これはちょっとやばいなと思って本当

にもう一回医者のほうに行きまして、そのとき

に先生のほうが10日も引かないのはおかしいと

いうことで、この日、検査をしなくちゃいけな

いということで検査をしていただきました。熱

だけでせきは全然出なかったんです。でも、結

局陰性ということで、事なきを得たということ

になります。

今後は、そういうことで、37.5度というのは

もうなくなってくるわけで、例えば２日、３日、

せきが出て、三十七.二、三度、そういうので、

もしかして自分がというようなことがあったら、

これはある程度検査の対象が幅広く認められる

ということで、一般の人たちは解してもいいの

かどうか。

○有村感染症対策室長 ＰＣＲ検査につきまし

ては、厚生労働省から通知が出ておりまして、

委員がおっしゃるとおり、当初はいろんな基準

がございました。検査が受けられないという話

もございましたけれども、その後、厚労省の通

知も改正が相次いでおります。

現状の基準では、やはり、当然37.5度という

のもあるんですけれども、例えば患者との濃厚

接触があるとか、流行地域への渡航歴があると

か、入院を要する肺炎が疑われる、それに加え

て発熱等もなくても、医師が総合的に判断した

結果、感染症を疑うといったような場合には相

談を受けております。保健所には、保健所長が

公衆衛生医として必要性を判断した上で検査を

行っているのが現状でございます。
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○日髙委員 ということになると、結局、医師

の先生がすぐ認めてくれれば、今まで以上には

もっと幅広く検査ができるということで解して

いいということで、今考えておりますが、それ

でよろしいんですね。

○有村感染症対策室長 医師が総合的に判断し

た場合には感染症を疑うということになってお

りますので、当然、医師が必ず間に入ることに

なります。したがいまして、委員のおっしゃる

とおりで間違いないかと思っております。

○日髙委員 この件については、やはり、まだ

今でもなかなか検査をしてくれないんじゃない

かと思っている一般の人たちが結構いますので、

その辺はまたぜひ啓発をお願いしたいと思いま

す。

今、医師の判断というのが出ましたが、最初

に私の場合はかかりつけの医師に診てもらいに

行ったんです。もしかして、コロナかもしれな

いという心配があったので行ったんですが、町

なかの小規模のお医者さんでしたので、もう、

ちょっとうちでは迷惑ですと、はっきり言われ

て、そういう方は、県病院とかそういうところ

に行ってくださいというようなことで、一応受

診はしていただきましたけれども、もっと大き

なところに行ってくださいというような話をさ

れました。ただ、そういう大きなところは、今

回もそうですけれども、いろんな方が待ってい

て、なかなか検査ができない。

例えば、この感染症の問題で一般の人たちが

行ったときに、そういう小さなお医者さんに対

して、医師会の中でどういう対応をしなさいと

いう連携がちゃんと取れているのかどうか、そ

の辺をお伺いします。

○有村感染症対策室長 医師会の話は別にしま

して、まず症状のある患者さんは、例えば、今、

委員のおっしゃるかかりつけ医の先生のところ

にまずお電話を差し上げて、その場合に、一般

の患者さんもいらっしゃいますので、その方と

一緒になると、仮にコロナであるとそこでほか

の患者さんに感染してしまうので、例えば、別

の経路で来てくださいとか、車で行かれた場合

には車の中で待機してくださいとかいうような

指示があります。中には、もう先生の判断で車

の中でＰＣＲの検査のたんを採ったりとかいう

ような手技をされる場合もございます。

したがいまして、あくまでも医師の判断とい

うのが大きな部分を占めておりますので、そこ

のところは御理解いただきたいと思っておりま

す。

○日髙委員 ちょっと話を変えますが、先ほど96

件の倍増ということで、今120件まで可能だとい

うことになっていますが、これから民間まで委

託ができるというような体制になるということ

になると、県として考える許容範囲というか、

マックスでこれぐらいやっぱり検査体制が必要

だなというのは、この120件というのはどの辺の

レベルになるんでしょうか。将来的に例えば200

件とか300件とかを目指しているけれども、今の

時点では120件ということなのか。

というのは、やはり、今回、第１波が終息し

てくれればいいんですが、第２波、第３波とい

うことになると、これは全く未知のウイルスと

いうことですから、もしかしたらもっと強力な

ウイルスになるかもしれない。今は第１波のレ

ベルのウイルスしか考えていないけれども、そ

の辺はやはり最悪の場合を想定していないとい

けないかなと思っているんです。ですから、こ

の120件というのは、今の状況でいったら、考え

でいったら、どの辺のレベルの状況なのかとい

うのをちょっと教えてください。
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○川越健康増進課長 今、120件といいますのは、

県の衛生環境研究所で72件、宮崎市保健所で48

件、計の120件のいわゆる行政検査で検査できる

という体制が取られているということです。

先ほど言いましたように、民間での検査、こ

れをもう増やすということにしていますので、96

件の倍増、約200件を目指してまず検査体制の拡

充を図ろうということで取り組んでいるところ

であります。

○日髙委員 200件ということで出てきましたけ

れども、イメージとしてはどうなるか分からな

いということですので、これは予算の範囲とい

うこともあるでしょうけれども、いろんな機器

の問題もありますけれども、これで安心すると

いうことはなくて、もっともっと上を目指して

いただきたいなと考えています。

それと、宮崎の場合は４月11日からもう１か

月以上、感染者が出なかった。これはすごいこ

とだと思います。なおかつ、やはり宮崎がすご

かったのは、感染経路の不明者がいないという

ことは、これは極めて国内でもまれなことだっ

たなと思っているんです。

その辺のところも総括的には福祉保健部とし

てはどう捉えておられるのか。例えば、今こう

いう状況に来ているというのは、県の体制がう

まくいったからこうだったのか、それとも偶然

的にうまくいったのか。

○川越健康増進課長 今、委員がおっしゃった

ように、本県の17例、基本的には国外あるいは

県外の滞在歴があるということ、それとその濃

厚接触者という形になっております。

まず、一つは、滞在先から帰ってこられた方

が自宅での自粛といいますか、自宅で外出を控

えていらっしゃったということで、感染の広が

りが見られなかったというのは大きいんじゃな

いかなと思っております。

あと、数次の取組の中で県外との往来につい

ては自粛をお願いしておりまして、県民の方が

その要請に応えていただいて、県外との往来を

控えていただいたり、あるいは県外から帰って

こられたときに自宅で過ごされたりといったこ

とで、県内でのいわゆる市中感染といいますか、

広がりが見られなかったのが大きかったという

ふうに考えています。

あと一点は、クラスターや院内感染といった

ものが見られておりませんので、先ほどありま

した医療機関にかかる前にきちっと電話をして、

県民の方が気をつけて受診されたり、あるいは

医療機関の中でも院内感染を起こさないような

対策を取られたり、クラスターにならないよう

な対策をいろんな事業者の方が取り組まれたり

ということで、県民の皆さんが、一人一人がマ

スクの着用やせきエチケット、手洗いの徹底な

ど、そういった一般的な基本的な感染防止の対

策を徹底してやっていただいたというところが

大きかったと考えています。

また、我々でも県民の皆さんにそういった呼

びかけをしたり、外出自粛のお願いをしたり、

休業要請をしたりということで、それぞれの進

捗状況に応じて県としても取り組んできており

ますし、また医療提供体制の拡充や宿泊所の確

保など、そういう一般的な、我々医療側の体制

の構築といったものも進めておりましたので、

まずは県民の皆さん、あるいは医療機関の皆さ

んに感謝を申し上げて、それぞれの御尽力といっ

たものが大きかったんじゃないかなと考えてい

るところです。

ちょっと専門じゃないので、それが正しかっ

たのかどうか分かりませんけれども、そう私と

しては感じているところです。
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○日髙委員 もう最後にしますが、これは質問

ではなくて要望を二、三点ちょっと述べさせて

いただきたいと思います。

今回、宮崎が17件でずっとストップしている

というのは、やはり皆さん、そして医療従事者

の皆さん、いろんな方たちが一生懸命頑張って

くれた、やはりそういう成果というのは出てい

るだろうし、宮崎県の県民性とかそういうのも

やはりあるんじゃないかなと思っています。

ただ、今後の話もありますので、知事でも誰

でもいいですから、ぜひ、もっとメディアに出

ていただいて、そう難しい話じゃなくて、高齢

者の皆さんによく分かるように、もっとメディ

アでいろいろ露出して、ぜひ啓発していただく

といいなと。新聞はなかなか見ませんので、や

はりテレビでもう少し表に出てほしいなという

のがあります。

それと、私も11日間自宅待機をしておりまし

たが、そのときに一番怖かったのが、自分が感

染者になるということが一番怖かったわけです。

そのときに、やはりもう外に出れない、11日間

も家にいたりしたら、特に子供を持っているお

母さん、お父さん方、本当に大変だと思います。

私の場合は社会人だったんで、大人ばっかりで

したから、そういうことにはなりませんでした

けれども、本当に子育てで頑張っているお母さ

んたち、特にシングルマザーのお母さんとか、

そういう人たちは大変な目に遭っているという

ことはもう皆さんもいろいろ情報を得ておられ

ると思いますので、今後ともそういったところ

の支援をしっかりやっていただきたいなと思っ

ているんです。

それから、全国ではいろんな形で感染者の誹

謗中傷、そういうのが出てきています。こういっ

たことが絶対ないように、これはやはり日本人

として一番そういうのが試されているんじゃな

いかと。令和の新しい時代になって、もう一度、

日本人らしさを本当は取り戻さなければいけな

い。この令和の時代で誹謗中傷ばかりが出てき

ていて、テレビを見ていたりネットを見ていた

りすると、本当に日本人かというような、そう

いうところがいろいろあります。そういったと

ころには、特に学校教育、高校生とか中学生、

そういった方々には今後そういったことも教育

の一環としてしっかり、この時期を教訓にして

いただきたいなと思っています。

それから、最後になりますが、今はコロナコ

ロナと言ってもうコロナのことしか頭にありま

せんけれども、やはり宮崎ですから南海トラフ

の問題がありますので、最悪の事態を考えてお

かなくてはいけないので、今回この委員会には

危機管理のほうは出席されておられませんので、

ぜひ、渡辺部長さんのほうから危機管理のほう

にもそういったことを常に念頭に置いて、何が

あってもいいように、ちゃんと、準備万端とい

うことにはいかないと思いますけれども、ぜひ

そういう準備もしっかりと行っていただくよう

に申し添えまして、要請を終わります。

○坂口委員 感謝とか総括というのはまだ今の

時期は慎むべきかなと思うんです。まだ分から

ないです。予断は不可です。とにかく徹底する

ことは、かからないこと、病気をうつさないこ

と、これを一人一人が徹底しながら、その間に

全世界が、まずは知見を積み上げてきていると

いうこと、そして全英知を結集しているという

ことです。だから、今後、ウイズウイルスも含

めて、やはりそれなりのものが構築されていく

ことを待つしかないのかなと思うんです。その

中でできることをやっていく。

一つ、入院医療体制の問題ですけれども、231
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床というものを目指していて、現在31床も含め

て106床ということで、今の時点で125床の不足

ですよね。この数字が、計画を練られた時点か

らしばらく固定されてきているわけです。なか

なか、これは確保が難しいのかなと思うんです

けれども。何年か前に医療制度改革、大きい抜

本的な見直しで国立病院を大幅にベッド数を減

少したですよね。そのとき地元では先ほど内田

委員からもあった川南町の国立宮崎病院もかな

りベッドを減らした。国立宮崎東病院もその対

象になったように覚えているんですけれども。

まず、公立病院で前回の医療制度改革でどれ

ぐらいのベッドが減少されたのか。その病棟自

体が今どういう状態にあるのかなというのは、

どうなんですか。

○小牧医療薬務課長 今公立病院の制度改革の

具体的な数字と資料を持ち合わせておりません

けれども、各国立病院の状況を見ますとやはり

病棟が休止していたりとかいうような状況が多

く見られるような状況でございます。

○坂口委員 あのとき相当なエネルギーを使っ

て地域あるいは全県下において、国に対して本

当に切実な訴えをやったんです。だめなんだと、

病床が足りないんだと、それをなぜせっかくあ

るものを潰すんだということで、でも全く耳を

貸さずに。その一つは、やはり独立法人化して

いったということ、独立採算制を求められたと

いうことで、やはり生きるために致し方ないと

いう選択だったと思う。本当に適切な分析をやっ

て適切なベッド数の確保に改善していったとい

うんじゃないと思うんです。だから、こんなこ

とが起きてしまった。これは、やはり時の政権

なりの大失策です。それに加わっていたのは我

々だったかも分からない。大エラーです。だっ

て、国民の命を守れないところまでこういった

ものがつながってきた。

だから、これは早急に県は元に復帰しろと。

あとは、人的な体制が整っていないと、当然、

仏様はできても魂が入らないということで、人

的体制も早急に整備していけ、構築していけと

いうことを、これは緊急に知事会辺りで要望す

べきです。全国からすごい反発がありました。

国立病院のベッド見直しと、かなりのベッド数

の削減をやってきた。それは、診療報酬なんか

であめとむちでたたきながらやってきたという

こと。これは国の大きな汚点だと思います。こ

こをまずはやること。でないと、民間の病院を

召し上げようとしても、それは大変です。

先ほど日髙利夫委員から地元の診療所の話も

出たけれども、万が一思い切った行動に出て、

そこがもしクラスターでもなれば、これは大変

な問題です。だから、独立して分離して専門的

に隔離できるような場所をしっかりすること。

その中で犠牲になりやすいと言われるような高

齢者とかそういった人たちをリスクからどう隔

離させるのかということ。これは、やはり徹底

させるべきで、これは地方の力の限界を超えて

いると思いますので、ぜひここらに対してひと

つ部長の決意を聞かせていただきたい。これは

国に求めるべきです。

○渡辺福祉保健部長 本当に、国全体の観点や

本質を突く御指摘ありがとうございます。

おっしゃるとおりでして、もともと地域医療

構想による各圏域ごとの病床の見直しについて

も、地域の実情、特に宮崎県の実情を踏まえて

適切に対応すべきだということはこれまでも

言ってきましたし、国がああいうように旗を振っ

ていますが、本県はそういうことも踏まえて、

必要性をちゃんと判断する一方で、慎重な検討

もするということで、両にらみの形で各地域で
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今しっかりとした議論がちょっとずつ進んでい

るというように認識しております。決して拙速

に至らないように。

それと、あわせて今おっしゃったような旧国

立病院の当時の改革についても、きちんと精査

といいますか、もう一度思いを返して、今回の

コロナ対応、地域医療構想の話で、今御提案い

ただいた話を総合的に考えて、しっかり知事会

やその他の手段を通じて国に働きかけをしてい

きたいと思っております。

また、この106床の件につきましても、これは

今着々とまた積み上げが進んでおります。発表

を節目節目でやろうと思っておりますので、６

月の冒頭前後に次なる布陣を。今、我々のほう

としては４月末の段階で一通り、もし急増して

も何とか耐えられる体制は整えたと思っており

ます。病床は106床、宿泊施設150床ですので、

簡単に言えば二百何十人ばっと出たとしても受

け止められると。それは、広域調整も含めてで

す、県下全域です。

ただ、やはり目標値がございますので、それ

については６月初旬までの間に次なる布陣とし

てその目標に近づける形で発表できるように今

準備をしております。

○坂口委員 そこは、ないが幸いで、期待とい

うか、ぜひ抑えてほしいんですけれども、フェ

ーズ２を想定したときとか、一方、経済と感染

拡大防止を両立させながら進もうとしたときに、

民間の宿泊施設というのは、次のインバウンド

も含めた観光対策を打つときには、これが本当

にグレーゾーンに入ってしまって動けなくなる。

そこも見極めたときに、医療機関で独立してい

て、来院も含めて、お医者さん、看護師さんさ

えいれば、そのまま病院は使えることになるわ

けですから、そこらをぜひ開放させて運営させ

るべきだなということを強く思っています。ぜ

ひ、よろしくお願いします。

似たようなことなんですけれども、今回この

ことで福祉保健部を中心に、ものすごく業務内

容に各部で濃淡が出たと思うんです。内容の煩

雑さに。そこらもしっかりと総務部と打ち合わ

せながら、総務部は人事の中でしっかりと応援

派遣体制を組むなりで、特定の職員にしわ寄せ

が行かないように。ここはやはり県民の全てを

担って、しっかりした万全の仕事がしていける

ようにという、人事面からのそういった配慮も

必要と思いますので、これも含めて、ぜひ、部

長、そこまで部下の方に気を遣うような行動を

取っていただければなと思います。

これは、要望にとどめます。

○太田委員 時間がないようですから、簡潔に

３点だけ質問します。確認で。

説明で、先ほどの保険診療が可能であるとか

いう話でイメージは分かりましたが、12ページ

のこの図でＰＣＲ検査体制の強化、保険診療で

あるというと一般的に飛び込みでも行ってもい

いんだというようなイメージも感じられるもの

ですから。この新たな方式（案）のところで、

帰国者・接触者相談センターにまず相談をして

から行かないといけない、先ほどの言った延岡、

都城の新たなこういう対応が充実されていくん

だという意味は、やはりこの帰国者相談センタ

ーを通してくださいというのが原則でいいんで

すね。それを一つ確認です。

○川越健康増進課長 委員がおっしゃるとおり、

やはりまずは相談していただきたいというふう

に考えています。それが、院内感染の拡大防止

にもつながりますので、相談していただくとあ

りがたいというふうに考えております。

○太田委員 もう一つ確認ですが、この12ペー
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ジの表の新たな検査体制のこの方式であります

が、①と②というのがありますよね。これは、

検体の採取それから検査、検査は委託というふ

うになっていますけれども、延岡、都城の今つ

くろうとしている例では、この①と②が同時に

できるということですね。検体採取と検査まで

するということでいいんですか。

○川越健康増進課長 まず、延岡の例でいいま

すと、夜間急病センターで検査センターをつく

るということですので、夜間急病センターを受

診された患者さんはそのまま検査まで一体的に

行われると思います。

ただ、将来的には、例えばほかの医療機関で

検体を採って、そこで検査を回すというような

ことも考えられると思っています。

○太田委員 最後ですけれども、クラスターが

発生した場合、宮崎県の場合は17例であるんで

すが、患者さんの陽性が確認された後の移送、

これは感染症の専門の移送車で移送して入院と

かしなきゃならんと思うんですが、クラスター

が発生したりしてもう手に負えない状況になっ

た場合とかに、救急車とかそういったことを使

うことがあり得るのか、また法的にそれはいい

のかどうか、宮崎県の現状はどうでしょうか。

そういう十分な感染症専門の移送車が完備され

ておりますというか、その辺の体制はどうでしょ

うか。

○小牧医療薬務課長 患者の方の移送につきま

しては、協議会の下部にあります調整本部会議

のほうでも協議をしていただいておりまして、

一義的には保健所の車両でということ、あとは

必要に応じては消防機関の救急車の使用も含ま

れております。

また、今後は民間救急事業者の活用等も検討

していくということで、今体制のほうを協議を

進めているというような状況でございます。一

義的には、やはり保健所の車両で十分な防護措

置と事後の消毒ということをきちっとやった上

で実施するということになろうかと思います。

○坂本委員 私のほうは簡潔に、教育委員会に

２点確認させていただきます。

今回、休校・休業の中で、現場の先生方は大

変御苦労されているというのをお聞きしており

ます。

ただ、あくまで他県と比べてということで、

本県の学校の対応でちょっと見劣りをするなと

思った部分がオンライン授業の面なんですけれ

ども。

今回、専決予算の中でそのための環境整備の

ための予算を上げられていますけれども、具体

的にこの内容、これから取られようとしている

オンライン授業、ＩＣＴの授業の内容をお示し

いただきたいなということ。

そして、今回この予算を使われる中身という

のは、あくまで第２波を想定した暫定的な緊急

措置として考えていらっしゃるのか。もしくは、

今後ずっと永続的に学校のＩＣＴ化の計画の中

の延長線にあるのかというところをちょっとお

聞きしたいんですけれども。

○押方高校教育課長 まず、オンラインシステ

ムの今回の予算につきましては、専決の承認を

いただきまして、現場のほうも非常に喜んでお

ります。

今、オンラインのインターネットというのが、

教育研修センターを中心としますひむかネット

というのを利用していまして、そこの容量が非

常にまだ小さいものですから、まずは各学校に

別ラインを引いてもらうというのを一つ、緊急

にお願いしたところ、それを専決していただい

たと。それを利用して、各学校がオンラインの
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学習のための準備等、例えば動画配信だったり、

もしくは資料提供だったり、そういうことが早

めにできるようになるということを考えており

ます。

そのために、一つは、動画を撮ったり双方向

をやる、カメラも準備していただきましたし、

タブレット端末等を持っていない生徒等にも546

台、それを準備して、特に３年生等を優先して

使っていただくようにということで、その辺り

の予算もつけていただいたところです。

これにつきましては、暫定的に、緊急を要す

るということで、現在は国のほうもＧＩＧＡハ

イスクールということで、県立学校の各クラス

にインターネットラインを引きなさいというこ

とで、予算は別個についておりますけれども、

その事業が年度かかるということで、まずは先

に緊急にお願いしたところがこの専決になりま

す。

それも踏まえまして、実際オンラインの学習

というのをやっていくときには、機材もそうで

すけれども、先生方のノウハウだったり、生徒

へ使い方を教えていくとか、そういうふうな研

修等も非常に大変になりますので、その辺りも

含めて今後少しずつ進めていきたいと考えてお

ります。

○坂本委員 今のに関連してですけれども、い

わゆる最悪のことをちょっと想定して、第２波

が起きて、また休校措置となった場合に、ある

程度その休校の中でも対応ができるということ

は想定されているんでしょうか。

○押方高校教育課長 そういう通信ラインが一

つ各学校にしっかりしたのが配備され、そして

そういう機器も準備されていると、ある程度は、

また臨時休業になったとしても対応できるので

はないかと考えております。

ただ、その際には、先生方の研修、それから

生徒のいろんな指導も含めて、まだまだクリア

する部分はあると思うんですけれども、その辺

りはしっかり進めていきたいと考えております。

○坂本委員 あともう一つ、これは新聞等でも

報道されていましたけれども、特に３年生、就

職、進学が今年対象になる学年の生徒さんに対

して、授業が行われなかったことによる遅れと

かそういったことに対しての措置というのは何

か、今考えていらっしゃるのか、教えてくださ

い。

○押方高校教育課長 現在、５月25日の再開に

向けて各学校が新しい生活様式の下、準備を進

めている段階です。

現在のところ、臨時休業中、約二十日ほどあ

るんですけれども、その辺りをどう補完してい

くかということに関しましては、各学校で夏休

み等々を利用するとかそういうので今教育課程

の新たな編成等をしているところです。

特に３年生に関しては、早めの就職試験だっ

たり資格試験等がありますが、臨時休業中も、

密にならないように個別で対応したり、また今

後はそういう配付されました機器等も利用しな

がら充実させていけると考えております。

○山下委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、ないようですので、

これで終わりたいと思います。

執行部の皆さん、御退席いただいて結構です。

お疲れさまでした。

暫時休憩しますが、午後の委員会は１時10分

からでよろしいですか。（「いいです」と呼ぶ者

あり）１時10分からお願いします。

正午休憩
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午後１時９分再開

○山下委員長 委員会を再開いたします。

総合政策部、環境森林部、商工観光労働部、

農政水産部、県土整備部に出席いただいており

ます。

初めに、一言御挨拶を申し上げます。

私は、この特別委員会の委員長に選任されま

した児湯郡選出の山下寿でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

私ども12名がさきの県議会で委員として選任

され、今年度、調査活動を実施していくことに

なりました。当委員会の担う課題を解決するた

めに努力してまいりたいと思いますので、御協

力をよろしくお願いいたします。

委員及び執行部の皆様の紹介につきましては、

それぞれお手元に配付の委員名簿と配席表に替

えさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。

なお、北諸県郡選出の蓬原委員が当委員会の

委員となっておりますが、本日は欠席となって

おります。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○重黒木総合政策部次長（政策推進担当） 総

合政策部次長の重黒木でございます。よろしく

お願いいたします。

第２班ということでございますけれども、お

配りしております資料の目次のほうをお開きい

ただきまして、下のほう２つございますけれど

も、６番の新型コロナウイルス感染症の本県経

済への影響、それから７番目の新型コロナウイ

ルス感染症経済対応方針の骨子について御説明

させていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。

それでは、委員会資料の20ページをお開きい

ただきたいと思います。

１点目の新型コロナウイルス感染症の本県経

済への影響でございます。

各部局にまたがるものですから、私のほうで

一括してかいつまんで説明させていただきます。

まず、20ページ１の総論でございますけれど

も、こちらのほうは宮崎財務事務所、それから

日本銀行宮崎事務所、それからみやぎん経済研

究所等の経済の関係の報告書を抜粋して載せて

おります。いずれも厳しい状況、悪化という判

断でございますけれども、こちらのほうは１月

から３月の状況を踏まえた報告でございますの

で、現状はもっと厳しくなっているというふう

に認識しております。

次の21ページでございます。こちらのほうか

ら各分野の状況ということで、それぞれ載せて

おります。

まず、（１）の商工関連分野でございますけれ

ども、①の飲食・サービス、小売業でございま

す。御存じのとおり外食の自粛ですとか、消費

マインドの低下などによりまして、客足が大幅

に減りまして、極めて大きな影響が生じている

というところでございます。百貨店等も閉まっ

て、県内生活にも大きな影響が出ているという

ところでございます。

②の観光業につきましても、御承知のとおり

かと思いますけれども、海外はもちろんのこと

国内でも交流人口が大きく減りまして、大手・

小規模問わず、宿泊業は極めて甚大な大きな被

害を受けているというところでございます。そ

れから、関連する土産販売ですとか、交通事業

者、こちらのほうも大きく落ち込んでいるとい

うところでございます。

③の製造業は、実はこれから影響が出てくる

ところが多いかもしれませんけれども、需要の

減少ですとか、海外からの部品供給の混乱等に
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よって影響が生じているというところでござい

ます。

下のほうに中小企業特別相談窓口の相談状況

ですとか、宿泊施設のキャンセルの状況を載せ

ております。

次の22ページを御覧ください。

関係団体から聴取した現在の状況につきまし

て、少し載せております。

一々御説明はできませんけれども、全ての業

種で売り上げのめどが立たない、感染の収束が

見えない、先が見えない状況でどう対応してい

いのか分からないと、資金繰り、それから雇用

の維持、こういったものに懸念する声が非常に

大きくなっているところでございます。

次の23ページでございます。

こちらのほうが、（２）の農畜水産分野でござ

います。上のほう総論的に書いておりますけれ

ども、外食事業の落ち込みですとか、輸出の停

滞、イベントの縮小、中止等によって一部の農

畜産物で価格の低下、出荷量の減少等が見られ

まして、３月の１カ月間で約28億5,000万円の影

響が生じている。これは試算でございますけれ

ども、こういう影響が生じているというところ

でございます。

下のほうに、消費・市場価格への影響という

ことで、品目ごとについて少し記載しておりま

す。農産物につきましては、１つ目、２つ目に

ございますように、花きですとか、マンゴー等

こういったものが価格の低下、出荷の減という

影響が生じております。

それから、畜産物につきましては、高価格帯

の食肉、牛肉ですとか、地頭鶏、こういったも

のに影響が生じていて、枝肉価格ですとか、子

牛価格も下落傾向になっているというところで

ございます。

その下、水産物につきましては、養殖魚、そ

れから高級魚、こういったところで魚価が低下

して出荷量が低下しているという影響が生じて

いるというところでございます。

次の24ページでございますけれども、輸出へ

の影響につきましては、牛肉は輸出量が減少し

ていて、ブリですとか花き、これはほぼ取引が

中断している状況とお伺いしております。

それから、③の外国人材の確保、それから④

の農泊についても相当の影響が出ていると聞い

ております。

関係団体から聴取した現在の状況については、

大体今御説明したとおりの状況になっていると

いうところでございます。

次の25ページですけれども、林業・木材産業

分野でございます。

こちらにつきましては、①の消費・市場価格

への影響につきまして、素材、原木について影

響が出ているというところでございまして、素

材の平均価格につきましては、昨年の10月から

一応下落傾向はございましたけれども、そういっ

た中でこのコロナ影響によりまして、今現在は

３年９カ月ぶりに１万円を切るなど、下落が継

続している状況になっているというところでご

ざいます。

それから製品、特用林産物についても在庫が

増えていったり、生しいたけについて価格が減

少傾向にあるというところでございます。それ

から、輸出への影響につきましては、原木輸出

につきましては今年２月から中国の関係で一時

ストップしておりましたけれども、現状では新

型コロナ発生前の輸出状況に戻っているとお伺

いをしております。

次の26ページをお開きください。

こちらからが、公共交通機関の状況を記載し
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ております。一番上、①のバスでございますけ

れども、路線バスにつきましては４月の利用者

が前年同期比の50％減、高速バスが80％減とい

う状況でございます。３つ目のポツの貸切バス

でございますけれども、３月の稼働率は６％程

度となっているというところでございます。

それから、②の鉄道につきましても、ＪＲ九

州でございますけれども、77.7％減の落ち込み

になっているというところでございまして、５

月いっぱいは特急列車等の運休や区間変更が行

われているというところでございます。

③の航空機でございますけれども、国際線に

つきましては現在全て運休という状況でござい

ます。それから、国内線につきましても１日50

便あったのが、最大で12便まで減便されている

という状況でございます。

次の27ページでございますけれども、上のほ

うに利用状況を簡単にまとめておりますけれど

も、４月の国内線の利用者数は対前年比で88.9

％の減という状況でございまして、５月はさら

に90％以上の減少が見込まれているということ

でございます。

それから、④フェリーにつきましては、旅客

はゴールデンウイークはマイナス98％というこ

とで、ほとんど乗っていないという状況がござ

いました。貨物につきましては、農産物の輸送

等はしっかりやっておるんですけれども、工業

製品について少し減少になってきているという

ことでございまして、今後の影響が懸念される

ところでございます。

⑤のコンテナ航路につきましては、中国航路、

韓国航路とも現在のところは通常の航行となっ

ているとお伺いをしております。関係団体から

の状況を少し御紹介いたしますと、タクシーに

つきましては３月の輸送人員が34.6％減と、４

月、５月はさらに大きな減少になっているだろ

うと聞いております。それから、空港ビルにつ

きましても売店、レストランの売り上げはほと

んどないということをお伺いをしているところ

でございます。

次の28ページを御覧ください。

雇用の関連でございます。３月までは一番上

のポツですけれども、３月の有効求人倍率につ

きましては1.28倍というところでございました

けれども、緊急事態宣言が発出された４月以降

につきましては、雇用環境は急激に、まだ数字

は出ておりませんけれども、急激に悪化してい

るということが懸念されているところでござい

ます。

それから、新規学卒者等の就職活動、採用活

動、これらについても停滞しているというとこ

ろでお聞きしているところでございます。これ

の環境も大変厳しくなりつつあるというところ

でございます。

以上が、新型コロナウイルス感染症による本

県経済への影響でございます。

続きまして、新型コロナウイルスの感染症の

経済対応方針の骨子について御説明いたします。

申し訳ございませんけれども、追加でお配り

したこの２枚紙の資料があると思います。こち

らを先に御説明させていただきます。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策本部

についてと記載している資料でございます。

実は、先週の５月14日にこの新型コロナウイ

ルス感染症の緊急経済対策本部について立ち上

げたところでございまして、今後はこの対策本

部におきまして経済対応方針について検討して

いって、それを実施していくというところで位

置づけたところでございます。

１の趣旨にございますように、新しい生活洋
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式による感染防止対策、これと社会経済活動の

両立をしっかり進めていく段階に入ったという

ところでございまして、今後の経済的危機事象

に対応していくために全庁的な組織として、こ

の対策本部を立ち上げたところでございます。

下のほう、推進体制を書いていますけれども、

県庁内で感染症緊急経済対策本部を立ち上げま

して、右のほうにございますけれども、既に４

月に設置しておりました国、市町村、民間団体

等で構成いたします経済雇用対策会議、こちら

のほうからいろんな意見・情報を聞きながら、

まずは今から御説明する方針づくりをやってい

きたいというふうに思っております。

次のページに今後のスケジュールを書いてお

ります。まずは、中ほど５月下旬になりますけ

れども、今から御説明する経済対応方針の骨子

を肉付けいたしまして、対応方針そのものを５

月の下旬に決定いたしまして、それを踏まえて

６月補正予算をつくっていきたいというふうに

考えております。

当然、６月補正以降も国の２次補正の動き等

々もございますので、そういった動きを踏まえ

ながら、その次の対策にも生かしていきながら、

方針の見直しが必要ならば適宜見直していくと、

こういうスケジュール感でやってまいりたいと

考えております。

それでは、中身のほうを御説明いたしますの

で、委員会資料の29ページのほうにお戻りくだ

さい。

新型コロナウイルス感染症経済対応方針の骨

子でございます。

副題のほうに波を打って書いていますけれど

も、この骨子につきましては新しい生活様式の

確立と宮崎の地域経済の再始動、これに向けて

当面の対策として方針を取りまとめるというも

のでございます。

上のほうに少し書いておりますけれども、国

の緊急事態宣言の解除を受けまして、これから

はいわゆるコロナとともに生きていく社会とい

うように言われておりまして、そういった中で

新たな経済社会の変化が生まれてくると。そう

いったことを踏まえながら、県内における新し

い生活様式の確立と地域経済の再始動の第一歩

を踏み出すために、この方針をつくっていきた

いと考えております。

１の、県民生活や経済活動への影響につきま

しては、方針をこれから練り上げていくんです

けれども、その中でしっかりとした現状認識が

必要という認識のもと整理したものでございま

して、中身は今御説明しました本県経済の影響、

これを整理したものでございます。

29ページから県民生活ですとか、経済活動、30

ページからは経済活動につきまして各分野ごと

の現状認識を記載しております。30ページの２

番のこれまでの取組でございますけれども、こ

れまでは一応状況変化に対応して、必要な経済

対策につきましては順次打ってまいりましたの

で、それを少し整理しております。

（１）は３月から始めました緊急的な対策と

いうことで、新型コロナウイルス感染症の緊急

対策貸付の創設、こういったものをスタートさ

せているというところでございまして、次の31

ページでございますけれども、（２）にございま

すように新たな本県独自の緊急支援パッケージ

としまして、４月30日に93億円余りの緊急経済

対策につきまして取りまとめて、現在それに基

づく対策を順次進めているというところでござ

います。

それから、この資料には書いてございません

けれども、こちら改めて６月議会の報告という
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ことになりますけれども、５月16日、先週の金

曜日には可及的速やかに実施すべきものとして、

８億円余でございますけれども、専決処分もさ

せていただいたところでございます。

次の３番が、新しい生活様式の確立と地域経

済再始動に向けた今後の方針でございます。

こちらにつきましては、国の緊急事態措置の

対象外とされたことを踏まえて、本県につきま

しては感染者がもう長らく発生していないとい

うことで、全国に先駆けて社会経済活動の再開

を図るための新たな取組を進めていく段階に

入っているというところが大きな基本認識でご

ざいます。

ただ、一方で国の専門家会議の見解として、

①から③にございますように、感染リスクをゼ

ロにすることは困難だという認識等々のもと、

しっかり対応しなければならないというところ、

今後は第２波、第３波の襲来、こういったもの

をしっかりと予想しながらやっていかなければ

ならないと、そういった認識のもと感染拡大防

止の徹底と社会経済活動の両立を図っていくと、

そういう必要があるということでございまして、

下線を引いてございますけれども、本県が口蹄

疫から再生・復興を果たした中で、県民共通の

意識として高い防疫意識がございますので、そ

ういった防疫意識を生かしながら新しい生活に

よる感染防止対策、これを常態化、言わば標準

装備化して全国に先駆けて経済の再生につなげ

る宮崎モデル、これによりまして新たな変化等

に対応できる持続可能な社会づくりを進めてい

くというところを大きな基本方針として置いて

いるところでございます。

次の32ページがその考え方を模式化したもの

でございます。

33ページからが、この対策方針の一番肝の部

分になるんですけれども、今後の施策展開の方

向性でございます。上２行に書いておりますよ

うに、今後、この下に書いています主な視点が

ございますので、早急に関係団体それから市町

村等と意見交換、情報の共有化を図りながら、

施策展開の方向性を整理して、肉付けして整理

してまいりたいというように思っております。

現時点では、ここに書いているとおりの問題

意識でございまして、（１）の感染防止対策の徹

底、それからその下の（２）の新しい生活様式

の標準装備化による経済活動の基盤づくりでご

ざいますけれども、これは経済対策そのものと

はちょっと言えないかもしませんけれども、コ

ロナとともに生きていく社会の中で、この感染

防止対策で医療提供体制をしっかりと整備した

上で、新しい生活様式、それが県民の中に浸透

していく、あるいは事業活動でこれに対応して

いくということが、経済活動のベースとなると

いう意味で（１）と（２）を柱立てしておりま

す。

次の（３）が経済の再始動に向けた取組とい

うところでございまして、まずは課題といたし

ましては県民の消費マインドを温める必要があ

るですとか、段階的になると思いますけれども、

県内の需要喚起をまずは始めていって、隣県、

九州全体に広げていくとか、影響を受けた各産

業の現状をしっかり分析して、必要な支援策を

的確に講じていくとか、そういった課題認識の

もと、具体的な施策を考えてまいりたいと思っ

ております。

（４）が、持続可能な経済・社会を目指す取

組というところでございまして、今回の新型コ

ロナ感染症のリスクを経験した経済、社会など

がいろんな側面で変わっていくと考えておりま

すので、そういったものを見据えた取組をしっ
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かりとやっていく必要があるんじゃないかと

思っております。

都市部における人の密集のリスクがあらわれ

てきていますので、本県の違う角度からの新た

な魅力、可能性が出てくると思いますので、そ

ういったものを踏まえた対策もしっかりと考え

ていきたいというふうに思っております。

次の34ページが感染拡大の（５）ですけれど、

感染拡大の収束時における取組ということで、

こちらにつきましてはもう少し先の話になるか

もしれませんけれども、感染が収まってきた段

階で、スポーツ・健康を生かした施策ですとか、

企業の国内回帰の動きに対応した施策ですとか、

輸出の話とか、そういったものもその先には施

策展開していくんだというのを皆様方にお示し

していきたいと考えております。

このような課題認識のもと、施策の肉付けを

今後しっかりと市町村、関係団体と意見交換等

を行いながら、今月下旬までにはこの方針を決

定してまいりたいと考えております。

○山下委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたら御発言をお願

いいたします。

○野﨑委員 それでは、御説明ありましたけれ

ども、今回飲食業向けのプレミアム商品券の発

行もありますが、先ほど説明があったように、

あらゆる分野、あらゆる業種で経済的な影響を

受けているということで、今回飲食業に限って

のプレミアム商品券ということですが、小売業

であったり先ほどの交通関係、人の動きがない

ともちろん経済が活性化しないんですけれども、

今後の展開として、今助けてほしい業種っていっ

ぱいあると思うんですが、例えば具体的に何か

そういった他の各産業、業種のそういった支援

策を今考えられているのか、お伺いします。

○重黒木総合政策部次長（政策推進担当） 今

回、専決という形でプレミアム食事券を先行し

て発売させていただくことにしたところでござ

います。考え方としましては、今、本県の経済

は非常に傷んでいる状況でございまして、特に

国からも言われているのが飲食業、それから観

光業、そういったところがまず第一、それから

公共交通そういったところを言われております

ので、観光につきましては４月の臨時補正で３

億円の予算化をして現在準備をしているという

ところです。

それで、今回の食事券を６月の中旬ぐらいか

ら、まずスタートさせていきたいというところ

で、まずそういったところで消費を拡大してい

きたいというのが先行しております。その後に、

飲食以外のところも含めて県内経済、まずは県

民の方々の消費喚起策、これが重要だろうと考

えておりまして、そういった消費喚起を行なっ

ていくための施策を今、いろんな部署で、商工

観光労働部それから農政水産部のほうも含めて

考えているところでございまして、まずは観光、

食事をやっていって、その先に経済全体の消費

喚起策をやっていって、またその先は国の新し

い２次補正等もございますので、そういった動

きをみながらしっかりと検討していきたいと、

そういう段階かなと思っております。

○野﨑委員 ありがとうございます。今後、い

ろんな事業を展開されるということなんですが、

展開するには裏づけとなる財源をしっかり確保

しなきゃいけないということで、大変厳しい財

政状況でございますが、その財源確保とか裏づ

けとなる財源という面ではどういうお考えなの

か、お伺いいたします。

○重黒木総合政策部次長（政策推進担当） 御

指摘のとおり県で政策を打っていく中では、財
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源の確保が非常に重要だと思っております。

現在、国のいわゆる地方創生臨時交付金、こ

れが交付限度額が55億円、県単事業分で55億円

というのが来ましたので、それで４月臨時補正

で打った分と今回の６月補正に向けて検討する

財源が一つは示されたのかなと思っております。

ただ、それだけでは足りないと思っておりま

すので、実は先週から地方６団体、県議会にも

入っていただきまして国への要望書を取りまと

めて、現在要望しているところでございまして、

基本的には財源の乏しい本県に対して、いろん

な意味で財源措置をしっかりやってほしいとい

うところ。それから臨時交付金の増額を含めて

しっかりとした経済対策が地域独自の、地域の

経済を見ながらしっかりしたものができるよう

に、臨時交付金の増額を含めた経済支援策、こ

れについて要望していったところでございまし

て、こういった要望も続けながら財源確保を図っ

て、新たな施策に充てることができるように頑

張ってまいりたいというふうに考えております。

○野﨑委員 国からの交付金は、必ずしっかり

もらわなければいけないと思っています。前回

の補正のときも財政調整基金を取り崩して、来

年度どうなるか一時心配もしたところでござい

ますから、二の矢三の矢、今回支援策を打つに

あたってはしっかり財源の確保を並行してやっ

ていただくことを要望します。

○坂本委員 新しい生活様式について、ちょっ

と質問それから御意見申し上げます。

県のほうから示されております新しい生活様

式を実践しましょうということで、今後、感染

防止を図りながら経済の両立をさせていくとい

うことを考えたときに、今の示されている新し

い生活様式では、どうしても具体的な消費活動

につながりにくいというか、むしろ消費活動を

止めてしまうようなそういう内容として受け取

られがちだと思っています。

今回の緊急事態宣言が解除されたときに、解

除前と解除後との違いがよく分からない。余り

変化が感じられないという声をたくさん聞きま

して、恐らく今、飲食店さんを中心に大変冷え

込んだ客足の中で、どう再開を図っていくかと

いうことを苦労されていると思うんですけれど

も、いろんな商品券、食事券を発行されて施策

をされていると思うんですけれども、肝心の県

民の消費行動がなかなかそこに向かない。やは

り一つの原因が感染防止というのを考えながら

やらなきゃいけないという分かりにくさがある

と思っているんですね。

これを見ましても、例えば筋トレやヨガは自

宅で動画を活用するとか、狭い部屋での長居は

避ける、歌や応援は距離をとるかオンラインで

やる、大皿は避けるとか、あと実践で見ますと、

食事については料理に集中しておしゃべりは控

え目にというように記載してありまして、これ

からすると例えば普通に居酒屋さんに出かけて

いったりとか、またスポーツジムに通ったり、

カラオケに行ったりというのはなかなかしづら

いと思うんですね。

それで、生活様式の内容について、今後見直

されて改訂されていくのか、もしくはこれと別

に新しい消費活動を喚起するための行動様式と

いうのが設定されるのか、消費行動につながる

ようなものをぜひ分かりやすく具体的にお示し

いただければというのが、一番今感じていると

ころです。いかがでしょうか。

○重黒木総合政策部次長（政策推進担当） 大

変重要な御指摘だと思っております。我々、緊

急事態宣言が解除されても、県民の方々の心と

いうか、消費のマインドがなかなか以前のとお
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り御飯を食べに行きにくいとか、そういったモ

ードになっていると思っております。

そういった中で、しっかりと新しい生活様式

に対応してもらうということが、一つ安全の担

保になるんじゃないかなと思っておりまして、

その新しい生活様式についてしっかりとＰＲを

しながら、新しい生活様式に対応したお店であ

れば利用しても問題ありませんよというのを、

すぐには難しいかもしれませんけれども、粘り

強くＰＲしながらやっていこうと思っておりま

す。

具体的には今回の食事券の事業の中では、食

事券を出すだけではなくて、そういった新しい

生活様式に対応するためのいろんな取組をする

飲食店に対して、消毒液の配備ですとか、非接

触型体温計ですとか、あるいは簡単な換気設備、

こういったものを導入するための補助として最

大５万円の補助を御用意して、そういったとこ

ろを対応してもらうというところ。

それから、食事券についてもそういった新し

い生活様式に対応するというところを宣言して

いただいて、そういったお店に対しては安全で

す。どんどん行ってくださいよ、とそういった

ＰＲをしていくというところでございます。福

祉保健部のほうで飲食店等向けのガイドライン

を今作っていると思います。そのガイドライン

に沿った取組をしているところに、そういった

補助なり食事券の対応というところを進めてい

きますので、そういった形で、飲食店に限らず

なんですけれども、いろんな業種で国のほうで

相当の関係団体に働きかけてガイドラインの設

置を促しているというところでございますので、

飲食店に限らずいろんな業種のガイドラインが

できていく中で、そのガイドラインを我々はしっ

かりＰＲする、県民の方々知ってもらう、事業

者の方々はそれに沿った取組をしっかりやって

いただくと。

そういった取組をやっていく中で、新しい生

活様式の意識が県民生活の中にしっかり根付く

と、そういった中で新しい消費行動が生まれて

いって、まずは地域から新しい需要喚起を図っ

ていきたいと、そういう考え方のもとやってい

きたいと思っております。

○井上委員 御説明聞いていて、ぜひ経済活動

が活発になるようにお願いしたいなとは思うん

ですが、マインドが高くなるには、やはり今、

現実に困っているという人に早くお金が行くこ

となんですよね。そのスピード感が余り感じら

れない。それで、宮崎は最初から東京ほどはな

いので、状況が変わらないかというとそんなこ

とはないんですよね。状況が変わったわけです

よ。状況が変わったわけだから、そして私がよ

く言われるのは支援策というのはいろいろお話

は聞くけれども、実際相談に行っても自分が該

当しないということが多過ぎるということをよ

く聞くわけですよ。

だから、宮崎県が出した75％の基準、減が75

％ないとだめだと言われるような基準があった

りとか、本当は自分も救われるんじゃないかと

思った人が救われなかったりするわけだから、

問題はやはりそのきめ細かさと、そして現実に

支援が早く手に届くということだと思うんです

よね。手に届けば何らかの形でそこから動き始

めることができる。今のままだと動かないまま、

国もまだ時間かかっていますからね、実際に本

当に利用できるような状況になっていくのかど

うかというのも本当に、まだ待ち遠し過ぎると

いうか、余りにもスパンが長過ぎるという感じ

がするわけですよ。

だから、その間を助けるのが県だったり、近
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くにいる市町村だと思うんですけれどね。だか

ら、それをどう現実を受け止めるかだと思うん

ですけれども、そのスピード感が余りにもなさ

すぎるという印象なんですが、そこはどういう

ふうにお考えなんですか。

○山下商工政策課長 商工政策課でございます。

４月の臨時議会で、小規模事業者事業継続給付

金というのを出させていただきまして、今現在

対応を進めておるところでございますけれど

も、75％が厳しいというような御指摘、お叱り

のようなお言葉も大変いただいております。こ

の事業の策定した趣旨といたしましては、国が50

％以上減収になった事業者を支える持続化給付

金というのがあって、これが支払いがまだなか

なか進まないというのもあって、これに先立っ

てとりあえず落ち込みが非常に大きい事業者に

対して、直ちに給付しましょうということで20

万円を設定したところでございます。

こちらの状況でいいますと、現在のところ商

工会議所、商工会に4,101件の申し込みが来てご

ざいまして、トータル８億2,020万円になるわけ

でございますけれども、このうち既に支払いの

処理が終わった件数が2,742件、５億4,840万円

分、こちらについてはまだ全部が商工業者に渡っ

ているわけではないんですけれども、恐らく明

日、あさってまでにはこの金額が全ていくよう

になっておりまして、最速で５月８日にお支払

いをさせていただいたところでございます。

それから、休業の要請の協力金というのも出

させていただいておりますけれども、こちらが

私ども商工政策課が直接取り扱っておるんです

けれども、私どものところに届いていますの

が1,463件、来る都度随時審査しておりまして、

書類が整って支払いができるものについてはど

んどん今支払いを進めておるところでございま

すけれども、このうち678件、6,780万円分はも

う既にお支払いをしたところでございまして、

なかなか役所の支払いが遅いというような指摘

もございますけれども、来る都度なるべく早く

お支払いするようにやっていきたいと考えてお

ります。

○井上委員 宮崎県の現状は、私は県議会議員

だからよく分かっているわけですよね。そし

て、75％減になっている救える方たち、その場

に倒れそうになっている人をいかに救うかとい

う点で、宮崎県が頑張っているということにつ

いても私も理解ができます。

いずれにしても宮崎県の３％ぐらいは救われ

るというような状況があるということも。だか

ら直接、人から御相談を受けたり、お話を聞く

ときにはそういうことを申し上げているんです

よね。緊急の方たちのところに、早目にお金を

出してあげたいというのが宮崎県です。問題は、

国がそこができないからです。今現実に動いて

いないわけで、相談窓口さえまだつくられてい

ない。どこにアクセスしたら何をどんなふうに

やっていただけるのかが分かっていないという

現状にあるからこそ、宮崎県に対する不満があ

るから、私なんかみたいなのに文句言ったりさ

れるんだと思うんですよね。

そこは分かる。でも、総体的にやはりスピー

ド感が大事なんですよね。そして、変わってき

ている、動いている、何かが違うぞというふう

にならない限り、消費というのは起きてこない

わけです。消費マインドをどう高めるかってい

うのがね。だから、そのときに何をどう、今度

は30％の食事券、その30％というのが高いか安

いかといったら、やっぱり大きな力になると思

うんですよ。6,500円のね。

市町村ごとにも、地域ごとにもよく配慮され
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たものになるというように聞いていますから、

そのようにしてやっていただいたほうがいいと

思うんです。たくさんのことを手を打たない限

りは、変わりつつあるというにはなかなか遠い

わけです。実際に仕事をやっておられる方から

すると、本当に今助けてほしいけれどもそこに

手が届いていないわけだから、そのスピード感

をどう持たせるかなんですよね。

確かに、4,101件のうち2,742件助かっている

んですよというように言われると、それはそれ

で数字として大きいじゃないですか、大きいか

らそれを宮崎県としてやった対策というのは生

きていると思うんですよ。でも、大方のところ

は倒れてしまってからでは遅い。それと、一般

の県民が食事に行ってもいいんだとか、そして

はっきり申し上げて、事業主の方たちもこれか

らの仕事のあり方が変わるんだということを、

今度の新しい生活様式に変わっていったとした

ら、その分で変わっていかざるを得ないという

こともよく考えていただきたいと思います。

新たな商売も始めるだとか、いろんな工夫を

していただきたいと思うんですよ。だから、県

がやろうとしていること、県が助けたいと、一

緒になってやりたいと思っていること、そこが

ピタッとそういう事業主のところに届くかどう

かということが、ちょっと私として心配なわけ

です。行けば行ったほど文句言われて、それを

聞いていて、本当に切実であるがゆえに答弁で

きない、お答ができない。直接的なことが何も

言えないということになるわけですが、こうやっ

ていきますからね、こうしますからねというこ

とは言えたとしても、それが直接自分のところ

に返ってきていないものだから、それが力になっ

ていないというところがあると思うんですよ。

マインドになっていかない。

そこまでいかないということになると思うん

ですけれども、そこをどう早く近づけるか、ス

ピード感をもってそこからどんなふうにやれる

のか、だから食事券も６月の中旬からって言わ

れると時間的には、まだあと１月半もあるのか、

みたいな感覚になったしまうわけですよ。だか

ら、やはりやれることは徹底的に早目にやると

いうことが大事なんじゃないかなと。アピール

も大事ですよ、アピールと同時にそれをやって

いただきたい。

今、知事がよくテレビとかにいっぱい出てお

られてお話されている、あれはもう本当に評価

したいと思いますが、だからやはり届くように、

本当に消費していいんだと思わせるものをやは

り作り上げてもらわないと、なかなかそれが力

にならないという感じがするんですけれども。

皆さんによって、それが答として出るかどうか、

でもできるだけ早目にというのをそれをお願い

したいところなんですけれども、そこはどうな

んですかね。

○重黒木総合政策部次長（政策推進担当） おっ

しゃるとおりだと思っております。景気の拡大

というか、景気経済の維持を図っていくために

は、まずは県民の方々のそういった消費に向け

たマインドというか、気持ちを上げていくとい

うところための情報の提供のスピードとか、そ

ういったことだろうと思っております。

我々４月の段階から、いろんな段階があると

思っておりまして、４月の段階はまだいろいろ

厳しい段階でございましたので、そこではいわ

ゆる地産地消、ジモ・ミヤ・ラブでいろんな取

組、できることをやっていきましょうという取

組からまず始めたところでございます。

それが、今は緊急事態宣言が解除になったと

いう段階ですので、飲みに行っても、少人数で
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３密に気をつけながらなんですけれども、お食

事に行きましょう、飲みに行きましょうという

話をちょっとしだしたという段階が今です。恐

らく今後、県外との往来自粛が解かれて、県外

へ行けるようになりますよとか、その先、日本

国内大丈夫になりますよとか、世界と大丈夫に

なりますよ。いろんな段階があると思いますの

で、その段階に向けてこうなっていきますよと

いうのを、まずしっかりと予想というか、将来

こうなっていきますというのをしっかり見せて

いきながら、段階、段階になってすぐ準備がで

きるようにやっていくということかと思ってい

ます。

食事券につきましても、準備の関係で６月か

らでございますけれども、この段階で議会に御

相談ができたというところで、県民の方々には

食事券が出るんだと、我々もお食事に行ってよ

くなるんだというメッセージとしては、しっか

り行き渡らせることができたんじゃないかと

思っています。

そのメッセージをしっかりとまずは発した上

で、具体の対策として６月から食事券が出ていっ

て、具体の消費活動につながっていくというこ

とでございますので、しっかりと事前にお知ら

せをしながら、対策がひょっとしたら後になる

かもしれませんけれども、先にＰＲをしていっ

て将来こうなっていきますよというのを示しな

がら、経済活動の再開、段階を踏んでですけれ

ども、やっていきたいと思っております。

○井上委員 宮崎市内にある大手のスーパー、

そして県内にあるＪＡのスーパー、ちょっと回

らせてもらって見てみると、解除後のお客様の

入りというのは多くなっているんですよね。確

かにスーパーもすごく人手も出てきてくださっ

ているので、たくさん買っていただけるような

状況になるのかなという思いはしています。

ただ、生活のスタイルを変えようということ

は、買い物のスタイルも変わっていくというこ

となので、そこのところをうまくつかまえた形

での販売の方法も含めて、そこにアクセスでき

るようにしておいていただけたら、やはり以前

に比べたらどこで食事をしたらいいのかが分か

らないような状況に今なっているわけだから、

本当に安心安全で行っても大丈夫と言われるよ

う、ほかの人から見られたときに、外食してい

るということが罪悪感がなく外食できるように

していないといけないわけですよね。実際おう

ちの中で食べないといけないのかみたいな感じ

になっているわけだから、そのことも含めて消

費マインドというのを、どういうふうにして持

つか。

それと、事業主の方たちもそことどう消費者

を近づけていくのか、そこができないとなかな

かこれからの業界として、商工業としての成り

立ちというのができないのではないかなと思っ

て、ちょっと心配しているところなんですよ。

だから、そこあたりを含めて、それから新商品

の開発とかも含めて、もっと宮崎ならではのモ

デルをするならそこも含めて、これなら本当に

楽しいというように思わせるようなものにして

いかないといけないんじゃないのかなというよ

うに思うんですね。

ただ、少なくとも大手のスーパーもそれから

ＪＡのスーパーも戻ってきていることは事実だ

なというのはよく分かるんですけれども、そこ

をぜひちょっとつかまえて、いわゆる商売のチャ

ンスだと思っていただけるような状況はどう

やったらつくれるのかなというふうに思うんで

すけれども、そこを丁寧にやってもらいたい。

○重黒木総合政策部次長（政策推進担当） おっ
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しゃるとおりだと思っております。飲食店につ

いていいますと、今回の食事券なり新しい生活

様式に対応する補助事業の中で、こういった新

しい生活様式に対応したお店ですよというのを、

福祉のガイドラインに準じた取組をしますとい

うのをある意味宣言してもらって、それをお食

事する場所だったら店頭に貼ってもらうと、事

業者のほうにそういう取組をお願いしていまし

て、それを見た消費者の方々はしっかり対策を

とられているので、大丈夫なんだなというのを

認識して入ってもらえるというのを消費者、そ

れから事業主双方をそういった意識のもとに事

業をやってもらうというような取組からまずス

タートしていきたいと思っていまして、それを

いろんなほかの業種にもそういったガイドライ

ンができていきますので、そういったガイドラ

インをしっかり対応していますというのを、分

かるような形でお示ししていくような促し方を

やっていきたいなというふうに思っております。

それから、新商品の開発につきましても今回

のコロナの中でなかなか直接食べに行けないと

いうところで、テイクアウトですとか、あるい

は通信販売とか、そういったニーズがだんだん

高まってきていますので、そういった通信販売

等にも対応できるような新商品ですね、農産物

とかですと、一次産品だと通信販売はなかなか

難しいというのがありますので、それをちょっ

と加工品にしていくとか、そういった取組も今

後必要になってくるんじゃないかなと考えてい

るところでございますので、そういった取組も

関係団体皆様とお話する中で、アイデアを出し

合ってやっていければというふうに思っており

ます。

○野﨑委員 関連して細かいことなんですけれ

ども、県の小規模の75％の給付金のやつと、聞

いたら国も多分そうだったんですけれども、今

日の朝の党議で話が出たんですけれども、例え

ば、１月ぐらいに事業承継をした。それが対象

にならなかったという話が出たんです。

ただ、内容としては、人が代わっただけで、

事業所はそこにあるのに、それが、対象になら

なかったという話が出て、そこは僕はあまりん

じゃないかなと思っていたんですが、対象はど

のように決められているのかなと。

○山下商工政策課長 事業承継の問題は、各商

工会とか商工会議所からもお話があっていまし

て、私どもも検討しておったところなんですけ

れども、国の持続化給付金のスキルをそのまま

使ったものですから、昨年の12月までに開業し

ているというのが条件だったんですけれども、

基本的に事業承継というのは事業体としては

ずっとつながっているわけでございまして、例

えば親から子に移したとか、親族に移したとか

いうことで、ずっと事業体としてつながってい

るものについては、当然給付の対象であろうと

いうことで、今日、商工会議所、商工会とも話

をしまして、そういったものについてはこれか

ら県内の各団体に通知していくということで考

えております。

○野﨑委員 そこも拾って連絡してしっかりカ

バーできるように周知徹底していただきたいな

と思っています。

○前屋敷委員 関連してなんですけれども、小

規模事業者事業継続給付金なんですが、前から

もお話しているように、75％の線引きというの

がどうかというのがありまして、これは様々な

業者の皆さんからいろんな御意見をいただいて

いるところです。

最近いただいたお話では、４月に68％だった

と、75％には届いていなかったので申請できな
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いんだと。しかしずっとこの間、いろんなイベ

ントやら何やら中止になったりして、売り上げ

はどんどん下がってきているし、５月のこの連

休もかなりの影響を受けているんだけれども、

４月までという対象になっているというような

こともありまして。しかし、これは国の持続化

給付金を受けるまでのつなぎにということだと

いう説明もするんですが、お話を聞けば本当に

大変な状況というのが、もうひしひしと分かる

んですよね。業者の皆さん方のお話を聞けばね。

ですから、なかなか75％という線引きも厳しい

状況だというのもしっかり受け止めていただき

たいということもあります。

そして、国の持続化給付金200万円、100万円

ですけれども、これは県内での申請状況という

のは、県はつかめるんですかね。オンラインで

の申請ということなんですが、国へ直接なんで

ね。

○山下商工政策課長 75％の線引きの仕方につ

きましては、やはりいろいろな議論があると思

います。私どもも、広く対象にできればそれに

越したことはないところでございますけれども、

やはり４月の当初は感染拡大防止という側面と

併せて経済対策という２面を持ちながら、また

限られた予算の中でやるという必要があったも

のですから、このような線を引かせていただい

たところでございます。

国の持続化給付金でございますけれども、こ

れもなかなかどうなっているのかというような

問い合わせがうちのほうにもあるんですが、私

どものほうでも全く国からの情報が来てなかっ

たんですけれども、先週の16日に日南商工会議

所でサポートセンターが開設されたところでご

ざいます。これは、国から委託を受けている事

業者が、当面５月16日までに各都道府県に１カ

所以上設置するという目標に基づいて日南に設

置しまして、５月末までに全国で400カ所以上、

それから６月以降も順次会場を追加して全国

で500カ所程度設置するというように伺っており

ます。

現在のところ、まさに今日入った情報なんで

すけれども、本県内におきましては５月21日に

高鍋商工会議所の会議室、それから西都商工会

議所の会議室を使って２つ、それから５月22日

に小林の市民総合センターの会議室、それから

串間の商工会議所を使って２カ所、23日に延岡

の中小企業振興センターを使って開設するとい

うことで、５月末までに県内で６カ所、そういっ

た申請のサポートセンターができると伺ってお

ります。

それから、商工会地区に関してはキャラバン

隊が派遣されて、商工会地区を順繰りに巡回し

ながらサポートを行っていくというように聞い

ております。ちなみに日南の商工会議所でござ

いますけれども、ブースが３カ所設置されてあっ

て、パソコンがそれぞれ置いてあって、そこに

委託業者の職員の方が常駐して、申請に来られ

た方をお手伝いするというようなことをやって

いるということでございますので、これからだ

んだんと申請は増えていくのではないかと思い

ますが、今のところ宮崎県で何件というような

情報が入ってこなくて、ちょっと今その件数は

分からないところでございます。

○前屋敷委員 私も昨日、日南のサポートセン

ターの話を聞いたところだったんですよ。昨日

ですね。県内で１カ所で果たして足りるんだろ

うかというように思ったところだったんで、今、

さらに県内６カ所に広がるということで、少し

安心もしたところだったんですけれども、やは

りネット環境の整っていない事業所だとか、ネッ
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トをなかなか使えないという方たちにとっては、

本当に必要なそういうサポートだというように

思います。ぜひここで多くの申請を受け付けら

れるように援助もしていただきたいと思います

し、あと国がどれだけ早く給付するかというと

ころだと思うんですけれども、それはなかなか

県からどうこういうことは難しいのかも分から

ないんですけれども、やはり事業が継続できな

ければこれは元も子もないので、やはり一日も

早く給付にたどり着けるように、そしてそれま

でのつなぎが県の対策ですので、そこが十分に

活用できるように、国の給付が延びれば当然、

私は県のこの取組も延ばすことにもならないと

おかしいなというふうに思うんです。今は一応

６月30日までというふうになっているんですが、

ここはもう検討の余地はないんですか。国の動

向を見ながらだとは思いますけれど。

○山下商工政策課長 この給付金は４月までの

減収を対象にした事業ですから、そういう意味

では６月までで、言うならば早く終わって、次

の施策を打っていきたいと考えておりますので、

当然この事業だけではございませんから、次に

進んでいくために早く区切りはつけていきたい

と考えております。

国の持続化給付金は、先ほど申し上げたよう

な状況ですけれども、県も先ほど申し上げたよ

うな状況ですけれども、市町村もそれぞれ家賃

補助であったりとか、給付金であったりを独自

に検討されているところもありますので、こう

いった国、県、市町村のいろいろな取組を合算

してといいますか、全体となって商工業者を支

援していきたいと考えております。

○前屋敷委員 先ほど私が紹介した業者の方な

んですが、68％でということで断念を余儀なく

されたところなんですけれども、県の対策もこ

れだけじゃなくて次の第２の矢、第３の矢を期

待しているんだというようなこともお話をされ

ておりますので、今課長もお話になりましたが、

これだけではとても対応できないというように

思いますので、ぜひこれからの施策に生かして

いただきたいというふうに思います。

○岩切委員 こんな場で聞いていいのか分から

ないんですけれども、レナウンが破綻するとい

う状況がありますけれども、県内で中堅企業以

上のところで、そのような事象が観察されるよ

うな情報があれば早急に手を打っていかないと

影響が大きいというように感じているんですが、

いかがでしょうか。

○山下商工政策課長 東京商工リサーチの調査

の内容でございますけれども、コロナ関連とい

うことで倒産した件数が全国で153件、このうち

宮崎県は１件ございまして、食料品の卸し会社

が民事再生法の適用を申請したというような状

況がございます。

倒産という形で、このような調査の中で分かっ

ているのは、こういった数字なんですけれども、

当然これ以外に小規模な事業者さん方が廃業し

ているような状況も多分あると思いますが、

ちょっと具体的な数字までは分かりませんけれ

ども、非常に大きな影響を受けていると思いま

す。

○岩切委員 実際そうなる前にいろいろな支援

をお願いしたいと思います。建設業のことが特

に今回は記載はないんですけれども、コロナ予

防のために工事を止めたりとか聞きますが、影

響はどうなんでしょうか。

○斎藤管理課長 管理課です。一応建設業関係

に関しましては、今のところ公共工事では工事

の一時中止が18件、業務委託、要するに設計等

につきましては24件ほど、合わせて42件ぐらい
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の一時中断という状況がございました。現時点

で中止しているものは、工事の１件だけで、下

請業者のほうで県外から技術者が来られないと

いうようなことで、現時点では１件中止という

状況でございます。

経営状況につきましては、当然公共事業です

ので、あらかたうちのほうが確実にそういった

事業費なりをしっかり出しておりますので、そ

ういった公共事業に関しては余り経営状況が厳

しいという話は出てきてはいないんですが、小

規模事業者、建築関係ですね、これらの方々で

やはり民間建築の中でいろいろ資材が入ってこ

なかったりとか、売り上げが少々厳しくなって

いるとか、そういったところでちょっと厳しい

という話はお伺いしているところでございます。

○岩切委員 重ねて申し上げます。ひとり親方

という表現が適当か分かりませんが、左官業だ

とか大工業、建設業ですね。日当をもらって日

常の生活を営んでいらっしゃる方、結構いらっ

しゃるんですけれども、そういう業態の方々の

コロナによる影響というものは県土整備部なの

か、商工観光労働部なのか分かりませんが、影

響は出ていないのでしょうか。

○斎藤管理課長 ひとり親方、小規模事業者の

方なんですが、先ほども少し御説明したんです

が、公共事業に関してはその下請に入られてい

る場合は、今のところ、うちのほうでそういう

工事で、事業がもう動かせなくなったりとか、

取り止めになったりとかというケースはござい

ませんので、そういった状況としては公共事業

に関しては出ていないと考えておりますが、た

だ民間事業の中でそういった小さい業者さん、

いろいろ動かれているとは思っております。

そういう中で、商工のほうの貸付関係をいろ

いろ相談されたりとか、そういったケースは出

てきているという状況はお伺いしているところ

でございますが、その辺の全貌がどうなってい

るかまではなかなかまだつかめていないところ

でございます。

○岩切委員 同様の質問で、恐らく商工のほう

になるのかなと思うんですけれども、民需、建

築件数、新規建設件数が減っているとか、材料

がよそから入ってこない、国外から入ってこな

くて工事ができないというのが４月ごろ話題に

なっていました。

そういう日々の営みが、日々の労働の結果で

行われるところは、経済が止まった中でとても

苦しい様子が見受けられるんですけれども、実

情の把握というのはどこが担って、どういう状

況にあるかをお聞かせいただければありがたい

んですが。

○山下商工政策課長 済みません。正確な数字

というのはなかなか今把握できていないですけ

れども、例えば住宅建設において、部材である

トイレであったりとか、流しの水回りの部材が

入ってこないのでなかなか住宅の建築が進まな

い。これによって、関連する業者がなかなか仕

事ができていないというような話はずっと聞い

ております。

○岩切委員 どこかしっかり調査を、可能なら

していただいて、75％減ったか減らないかもな

かなか把握しづらい業態かと思いますので、ぜ

ひお支えをいただきたいと思います。

話題が変わるんですけれどもよろしいですか。

特別定額給付金が県内に約1,０００億円ほど配

られる予定になっておるんですけれども、もう

配られ始めていますが、これに対して経済復興

というような流れの中にどう位置づけていくか

という議論があるかどうか。

一部は当然これまでの苦しい生活に消えてい
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くというか、借りたものを返すとかそういうも

のは当然おありだとは思うんですけれども、一

部は消費というもので経済全体を回していただ

くことに使われるべきだというようには思うん

ですが、貯金にできるだけ回していただきたく

ないんですけれども、そういうものに対する働

きかけを計画をされているというようなことは

ないでしょうか。

○重黒木総合政策部次長（政策推進担当）

ちょっとなかなか難しいというか、センシティ

ブな問題かなと思っておりまして、おっしゃる

とおり10万円の給付につきましては、まずは生

活に困っていらっしゃる方について、それでしっ

かりと充てていただくというところがあると思

います。一方で、公務員を含めということにな

るんでしょうけれども、余り、ほとんど影響の

ない方につきましては、もらったお金につきま

してはしっかりと使っていただいて、県内の消

費喚起に役立てていただくというのが一番だと

思っております。それは、どういう言い方で具

体的にいうのはなかなかちょっと難しいのかな

という感じもしております。

ただ、10万円の定額給付金が行きわたるのは

もうちょっと先だと思っているんですけれども、

そういった行きわたるタイミングと県で打ちま

す消費喚起策ですね、こういったもののタイミ

ングをしっかりあわせながら施策を構築してい

くというのが非常に重要かなと思っていますの

で、まずはそういったところを気をつけながら

やっていきたいと思っております。

○岩切委員 職種を問わず、例えば子供が２カ

月ほど自宅にいることで、支出が相当に増えて

いる実情もありますので、サラリーマン世帯、

公務員世帯含めて経済的には厳しくなっている

というふうには理解をしております。そういっ

た中でそういう支出増になったことに対する、

また収入が減少したことに対する補填というも

のは、この10万円に意味としてはあるんですけ

れども、一方で使える部分があればしっかりと

外で使っていただこうじゃないかというように

思いますので、確かに表現は次長がおっしゃっ

たように難しいとは思いますけれども、一番予

防しなくてはならないのは、それが単なる通帳

に入って眠ってしまうということだろうと思い

ますので、何がしかの工夫をいただきながら、

県内の1,000億円、計算上1,000億円ぐらいにな

るんですけれども、ぜひ市中に回していただく、

そういうようなことをやっていただけたらと、

工夫いただけたらというように思っております。

ぜひよろしくお願いします。

最後に１点だけよろしいですか。生活様式と

いう表現、国のほうが使って、県のほうもそれ

を使うんですけれども、新しい生活様式という

のがすっと我が家庭には入ってきません。どう

いう意味だろうといって、家族といろいろとや

りとりをして、生活スタイルだとか、生活上の

マナーだとかいう表現をすれば分かりやすいと

いうことに達しました。

外でもちょっとお話をしたら、やはり新しい

生活様式ってどういうように理解すればいいか

分からないと。ペーパーを見たらこういうこと

だということで話になるんですけれども、そう

いうような県民に周知をし、徹底していただく

ならば、その意味するところが容易に理解いた

だくように表現すべきと思うんですけれども、

この生活様式という表現にプラスして何がしか

の工夫をする御予定はないか、御議論していた

だけないか、そういう点についていかがでしょ

うか。

○重黒木総合政策部次長（政策推進担当） 委
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員御指摘のように、県民の方々にしっかりとこ

の意味が伝わるというところが一番重要かと

思っております。

そういう意味で、新しい生活様式という言葉

自体は、国が使っている言葉でもありますので、

これはこれで生かしながらどういった伝え方が

できるのか、それはしっかり検討していく必要

があるんじゃないかというように思っています。

いろんな媒体で、場面、場面に応じていろんな

ＰＲのものを作っていくとか、ホームページで

分かりやすくやっていくとか、そういったこと

からかなというように思っておりまして、すぐ

今違う言葉でどうこうというのは、ちょっと今

すぐはないんですけれども、しっかりと大人か

ら子供まで、事業所も含めてこういったことが

必要なんだというのを伝えていくという取組は

やっていきたいというように考えております。

○内田委員 プレミアム食事券発行についてで

すが、例えば感染対策については保健所が対応

に追われて、リエゾンだったり、検体を運ぶ運

送業者の委託だったり、支援というものが徐々

に出てきているんですけれども、今回の給付金

や商品券発行によって、商工会議所や商工会が、

事務作業、人件費だったり、経費だったり大変

なんじゃないかと思われる節があるんですが、

もしそれらに対して支援をしていくというよう

な考えがもしあれば、教えていただきたいと思

います。

○重黒木総合政策部次長（政策推進担当） 今

回のプレミアム食事券の事業化にあたっては、

実は事前に商工会議所、商工会の方々とかなり

そこあたりの事務作業について打ち合わせを重

ねてきました。というのは、先行して国のいろ

いろな交付金ですとか、県の20万円の給付金と

かそういったものが先行していて、かなり事務

負担になっている中で、引き続きこれをうまく

回していくためにどうすればいいのかというと

ころでございます。

通常ですと、こういった食事券事業につきま

しては、県のほうから商工会議所にお金を流し

て、商工会議所のほうで食事券を印刷したりと

かいろんな事務を全てお願いするという形にな

るんですけれども、今回はなかなかその辺も難

しいですので、県の方でやれる部分については

全てやった上で、商工会議所のほうにお願いし

ていくという形にしております。具体的には、

食事券の印刷につきましては県のほうで一括し

てやるとか、換金作業についても金融機関等と

お話もしながら、具体的には事務軽減の策につ

いて検討しながら進めていくというところでご

ざいますので、しっかりと地元の商工会議所、

商工会と連携して地域における消費の喚起を図

られるように取り組んでいくという体制を一応

整えているつもりでございます。

○内田委員 もう一点、地産地消という観点か

らの学校給食に対しての可能性なんですけれど

も、これまで牛乳、お肉、野菜などの納品が中

止になったということで、業界の方々が大変な

状況が続いている中で、学校再開にあたっては

給食に対する期待感というのがあると思うんで

すが、それ以外の業種の、例えば養殖業の方と

か、先ほどシイタケも出てきましたけれども、

県内で消費していただく学校給食だったら、消

費拡大の可能性があるということで、期待感が

すごくあるなと感じています。給食において積

極的に使っていかれるような計画があるのかど

うかをお聞かせいただきたいと思います。

○愛甲農業連携推進課長 学校給食については、

基本的には国のほうが手厚い助成金を出してく

れるということで、その事業を積極的に活用し
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たいと思っております。まずもっては、牛肉関

係の助成が始まったということで、先日５月15

日に高原町の小学校で供給が始まりました。今

後も、年間を通してずっといろいろな県内の各

小中学校を中心に供給していくというように考

えております。

牛肉の次ということで、今度は魚類であった

りあるいは地元の地鶏、それから高級果実、そ

ういったものも国でいろいろと考えていただけ

るということでございますので、そういったも

のについても積極的に取り組みたいというよう

に思っておりまして、この中身については各市

町村ともいろいろと連携をとりながら、県が基

本的には事業主体になりまして、取組主体を市

町村のほうにお願いしながら、やれるといいな

というように思っております。

ただ、一部の品目については県が事業主体に

なれないものもありますので、そういうものに

ついては事業主体となれるところと連携をしっ

かりとりながら、実践していくというように思っ

ております。

○太田委員 ２週間ほど前、居酒屋を経営して

いる人から電話がありまして、申請をしたいん

だがということで、本当にいらいらしているん

ですよね。それで、どこに行ったらいいんです

かって。それは商工会議所とかそういったとこ

ろできちっと教えてくれますよと。先ほどサポ

ートセンターの話もありましたが、その人はイ

ンターネットができないということで、インタ

ーネット申請のみなんでしょうかねというよう

な質問だったんですよ。

いや、インターネットができない人でも、行

けば親切に教えてくれますと言って一応お話し

たんですけれども、中にはもうインターネット

を扱うことができないような人もいっぱいい

らっしゃると思います。県の20万円の事業とか、

国の事業もそうですが、これはもうインターネッ

トのみの申請しかできないという現実なんです

かね。手書きの申請という形とかできないんで

すかね。

○山下商工政策課長 国の持続化給付金につき

ましては、インターネット申請と別途紙での申

請のやり方もございます※。県の給付金や事業継

続給付金につきましては、商工会議所や商工会

に行っていただいて、対面でやりとりをしてそ

の書類をチェックするということになりますの

で、インターネットではなくて直接出向いてい

ただくことになります。

○太田委員 実は、その方が言われたのは、電

話して商工会議所に確認したら、インターネッ

ト申請をしてくださいというようなことで。そ

の人が言われるには、私ができないのに窓口の

段階で断るような雰囲気なんでしょうかねって、

物すごくいらいらして言われるんですよ。

決して、そういう不親切ということじゃない

と思いますけれども、わざと断らせるように誘

導しているんでしょうかという言葉も返ってき

たものですから、県のほうもサポートセンター

なり、いろんなところを目配りしながら今後さ

れると思いますので、そういう誤解がないよう

に私たちも伝えていかなければいけないし、ぜ

ひそういう状況であれば行ってくださいという

ことでお伝えしたいと思います。要するに、親

切に、対面でできるということでいいですよね。

分かりました。

○山下商工政策課長 私どものほうでも、休業

要請の協力金は直でやっていまして、一応コー

ルセンターのような電話を特別に開設して、問

い合わせの受付をやっていまして、これは休業

※50ページに訂正発言あり
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金であったり、場合によっては国の持続化給付

金の問い合わせもお受けしておりますので、職

員はできるだけ丁寧に対応するように心がけて

いるところでございます。

また、商工会議所等にもこういったようなお

話があっていますということは、随時話し合い

を行っていますので、またお伝えして、丁寧に

対応するようにお伝えしていきたいと思います。

○太田委員 最後に、コロナと共に生きていく

という表題で、このコロナの問題についてはも

う正解というのがなかなかなくて、皆さん方も

政策を打ち出すときに大変だろうと思いますし、

私たちもどう県民に応えていったらいいのかな

という感じがするわけですね。

総合政策部次長が言われたように、地産地消

というところでぐっと宮崎県の底力を自らが開

発して、みんなで買って力づけていこうという

ことは本当に大事だろうと思うんですよね。そ

ういうことを考えた場合に、これはもう要望に

なるかもしれませんが、知事としても国に対し

て要望していくというようなことがありました。

国の予算では、大方二十何億円※が赤字国債な

んですよね。それはもう赤字国債を発行してで

も、国民を助けないといけないという思いであ

ればそれはやむを得ないと思います。ただ、将

来こういった財政の形が、またインフレとか、

もしくはこの二十何億※、100億円※の20億※近く

赤字国債の中で、またそれは税金からいただき

ますよという将来のあれだったら、国民が自ら

の足を食っているような感じもするわけですよ

ね。

だから、東日本大震災の後、復興税制も作ら

れましたけれども、国に対する要望のときにも、

※50ページに訂正発言あり

あれをもう少し改良すればいいんだがな、とは

思うんですが、多くは述べませんが、ある程度

いい形の、国民に将来負担のかからないいい形

の税金の取り方というのを、ぜひ要望していた

だきたいなという気持ちです。

○井上委員 済みません、もう一度、もう一つ

だけ聞かせてください。非常に気になるのが、

雇用の問題なんですけれども、現実にここに書

かれている、28ページに書かれている内容すら

も大変厳しい状況にあるんですけれども、その

状況が具体的なものになってくると非常に社会

的な不安というか、それは非常にもう考えさせ

られるところですよね。

派遣労働者の方やら、パートタイムの労働者

の非正規のところが急激な悪化が懸念されると

いうことも書かれているわけですけれども、も

う一方でやはり新規学卒者の就職活動とか、企

業の採用活動が停滞をしているという、こうい

う書き方なんですけれども、今の宮崎県の雇用

の状況というんですか、これはなかなか改善に

至るところまで行かないと思うし、もう一つは

新規学卒者の人たちがどのような思いをしてい

るのかがちょっとなかなか、まだこの問題が余

り表面化されていないような気がしてならない

わけですよ。

この雇用の問題のところをもっと丁寧に、そ

れによって宮崎県民はやはり企業を助けないと

いけないというところもあるし、お金もちゃん

と使って、お金をぐるぐる回してやはり宮崎で

就職できるようにしていかないといけないとい

うことについても、みんなで考える必要がある

んじゃないかなというふうに思います。

ここに書かれているものが書かれているとお

りであることには間違いないと思うけれども、

現実は物すごく厳しい状況になっているんじゃ

令和２年５月18日（月曜日）
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ないかなというように思うわけですよね。だか

ら、その対応というのは商工観光労働部だけ一

本でできるというように思いませんが、何らか

の方法というのを市町村も含めてつくり出して

いく必要というのがあるのではないかなという

ように思うんですけれども、そこはどうなって

いますか。

○兒玉雇用労働政策課長 今の雇用のお話をい

ただいたところでございますけれども、まず有

効求人倍率の状況で御説明をさせていただきま

すと、４月28日に本年３月の状況というのが公

表されております。それによりますと、３月の

有効求人倍率1.28倍ということになっておりま

して、２月に比べて0.02ポイント減少しており

ます。

その主な原因といたしましては、宿泊業、飲

食業の分野などで求人が減少しておりまして、

宿泊業、飲食業の求人数は414人ということに

なっておりますけれども、昨年の３月と比較い

たしますと171人の減少と、本年の２月と比較す

ると189人の減少ということになっておりまし

て、新型コロナウイルスの影響が出てきている

のではないかなというふうに思っております。

これは、３月の状況でございますので、４月

についてはさらに厳しい状況になっているとい

うのが推測をされるところでございます。それ

で、先ほど委員がおっしゃいました新規学卒者

の就職の関係でございますけれども、いわゆる

対面方式の就職説明会というのが３月以降取り

やめということになっておりまして、その関係

で４月の臨時県議会におきまして、ウエブを活

用した就職説明会というのをお認めいただいた

ところでございまして、これについては７月に

実施する方向で現在進めているところでござい

ます。

それと、県内の就職説明会、大体８月ぐらい

から始まっていきますが、新型コロナの状況を

見ながらということになりますけれども、３密

を避けながら今のところやっていく方向で進め

て、来年の就職に向けた活動に不安がないよう

にというような形で進めていきたいというふう

に考えているところでございます。

あと高校生につきましては、これはどれぐら

いの採用定数になってくるかという問題はあり

ますけれども、高校と企業との関係がこれまで

ずっと培われておりますので、こういった説明

会とかそういった形ではないんですけれども、

高校と企業との間で推薦とか出していく形にな

りますので、そこについては余り大きな影響は

出てこないのではないかなというふうには思っ

ているところでございます。

○井上委員 やはり今の現状のまま放置すると

いうことは、ちょっとやはりよくないのではな

いかなというように思うんですよね。だから、

県もそうですが、地方自治体が吸収できるもの

についてはある程度吸収するような形をとった

り、大手の企業さんとか、宮崎県内の優良の企

業と言われているところとかと、実際に具体的

に話し合って、できるだけ失業者とか、何も仕

事を持たないで無職のままでいるということを、

長続きさせるようなことがないような状況とい

うのをできるだけつくり出していかないといけ

ないと思うんですよ。だから、これは一工夫も

二工夫もしないと、なかなか簡単に人を引き受

けるということはできないと思うんですよね。

市町村の中には、臨時の職員として雇って、

しばらくの間でもその方を助けてあげようとか、

そういうのをやっていらっしゃるところもある

んですけれども、いろんな意味で単発的なもの

だけではなく、やはりある意味落ち着いていく

令和２年５月18日（月曜日）
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までの間に、何らかの形を作り上げていかない

と、そのまま放置しておくことが本当にいいの

かどうかというのは、議論に値するんじゃない

かなというよう思うんですけれども、そのよう

な考え方というか、そういう考え方は、私の考

え方は甘いでしょうかね。

○兒玉雇用労働政策課長 言われるとおり、今

後雇用の問題というのは厳しさを増してくると

いうことで、うちのほうも状況を見ながら、具

体的な対策というのはしっかり考えていこうと

いうように思っております。

なお、先ほど例えば自治体のほうで人を雇っ

てとかそういうような話もいただいたところで

ございますけれども、前回４月の臨時県議会の

ときにもそのようなお話を委員の方からいただ

いておりまして、それについてはまた採用を担

当する総務部のほうにもお話をつないでいくと

いうようなことで答弁させていただいたところ

でございますけれども、その点については行政

改革推進室のほうにもお話はつながせていただ

いているところでございます。

現在、雇用調整助成金とかそういったことに

ついて国が取り組んでおりまして、また、求職

中の方に直に支援金を届けようというようなこ

とも現在検討されているというように聞いてお

ります。今のところ解雇の動きというのは、大

きな状況にはなっていないんですけれども、今

後を見据えながらしっかりと対策を立ててまい

りたいと思っております。

○井上委員 今度のコロナ対策全体を見ている

と、やはり私たちは税金をしっかり納めている

ということが大切なんですね。税金がどう使わ

れて自分たちの苦しいときに返ってくるのかと

いうことは、そこが一番重要なところで、そし

て私ども県議会議員はやはり納税者をたくさん

増やしていくということが仕事でもありますの

で、そういうことを含めて考えると、納税をき

ちんとできるような体制をつくるっていうこと

が、大変重要なんですね。ここを逃すとコロナ

対策も意味がないんじゃないかみたいな話に

なって、根本が違ってくるような気がします。

ですから、納税したものがどう自分たちの生

活に返ってくるかということをきちんとしない

といけないと思うんですね。放置していけば放

置していくほど生活保護世帯のほうが増えて

いって、実際に税金の使い方がバランスが悪く

なる可能性というのは非常にあると思うので、

ですからやはり何らかの方法というか、何らか

の知恵を出し合って、どうやって自分の働いた

もので生活できるようにしていくのかというこ

とは、見逃してはいけない内容ではないのかな

というように思います。だから、一部分ではこ

ういう言い方をされる方もいるんですよね。か

えって苦労して頑張って生活するより、生活保

護世帯のほうが安定しているではないかみたい

なことをいう方もいらっしゃるんですよね。

そういう批判を受けると、私自身も納税者を

増やしていかないといけないし、しっかりと税

金を納めていただいたからこそ、今困難なとき

に税金がみんなのもとに使われていくんだとい

うことを、今お話をしているところなんですけ

れども、ですからやはり雇用の問題というのは

絶対に見逃せない内容なので、これにある程度

の、ある程度ではなくきちんとした議論をして

いる経過が私たち議員にも理解できるように、

それを見せていただきたい。

行政としてあるべき姿も含めてそうですけれ

ども、経済界と一体となって何ができるのかと

いうことを、ぜひ宮崎県としてどうできるのか

ということを、ここをきちんと議論していただ
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けるといいなと思っているところです。よかっ

たら、総合政策部次長お願いしたいと思います。

○重黒木総合政策部次長（政策推進担当） 大

変大きな問題というか、問題提起ありがとうご

ざいます。大きく捉えますと、今回のコロナが

仮におさまったとしても、以前と同じような経

済活動、あるいは産業構造が続くかどうかとい

うと、それはちょっと違ってくる可能性もある

と思っています。そういう問題意識の中、本県

どういうふうな産業構造を目指していって、そ

れに対する労働のあり方をどうしていくかとい

う、考えていくべき時期に来ていると思ってい

ます。

短期的には、今、雇用労働政策課のほうで答

弁したとおり、雇用調整助成金みたいなセーフ

ティーネットの部分でやれている部分があるん

ですけれども、それ以降の部分ですね、そこに

ついてはしっかりと議論しながらやっていく必

要があると思っていて、これまでもいわゆる産

業人材の確保とか人口減少問題とか、そういっ

たものと絡めて議論はしてきたんですけれども、

いわゆる建設業ですとか、あるいは農業とか林

業、水産業、あるいはＩＣＴの分野。成長する

可能性があるんだけれども、どうしても人が足

りないと言われている分野、県内にたくさんご

ざいます。

こういったところに雇用をどう移していくの

か、そういった観点も含めてしっかりと考えて、

県内全体でこういった分野についてはちょっと

雇用の維持が難しくなっているというところが

あれば、そこをしっかりコーディネートして違

う分野、本県が成長できる分野に人的な資源を

投入していくと、そういったことも含めて少し

中期的・長期的な観点も含めて検討してまいり

たいというふうに思っております。

○山下商工政策課長 済みません。１点、答弁

の訂正をさせていただきたいと思います。

先ほど太田委員の御質問の中で、持続化給付

金と県の事業継続給付金の申請の仕方について

御質問がございました。持続化給付金について

は、インターネットで電子申請をすることにな

るんですけれども、その中で私、紙の申請もあ

るというように申し上げたんですが、電子申請

のみということでございまして、インターネッ

ト環境にない方とか、やり方がわからない方に

ついてはサポートセンターに来ていただいて、

そこのパソコンを使ってやっていただくと。

そこに職員が常駐しているので、その職員の

サポートを受けながらやっていただくというこ

とでございました。失礼いたしました。

○太田委員 分かりました。例えば、税の申告

も手書きでやる人もいっぱいいらっしゃると思

うんですよね。そういう根拠、所得が幾らあり

ました、何％下がりましたっていうのも手書き

のものを持ってくる人が私多いと思うんですよ

ね。だから、これはそういう県民、国民の方も

いらっしゃるということを考えたら、そのあた

りもよくよく考えて、俺を辞退させようとして

こんなことをしてるのではないかというような

ことにならないようにしてあげないといけない

なというように思いますね。

私も訂正したいと思いますが、赤字国債の関

係で、先ほど20億円程度とかいうことば使った

ようですが、20兆円ですかね、訂正しておきま

す。

○日髙委員 済みません。今、太田委員が言わ

れましたので、私もちょっとその関係で一、二

点御質問させていただきたいと思いますが、ま

さに今太田委員が言われたとおりで、商工会に

入っている方、入っていない方で、大変困って
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おられる方があります。

そこで、まず１点目お伺いしますが、県内の

商工業者で商工会に入っている、入っていない、

これは割合というのはどのくらいあるんでしょ

うか。もし分かればで結構ですが。

○山下商工政策課長 組織率ということになり

ますけれども、県全体でいいますと41.3％でご

ざいまして、商工会議所地区が34.3％、商工会

地区が60.9％、合計で41.3％ということでござ

います。

○日髙委員 私もいろんな方から相談を受けて

います。私は、東諸になりますので、人口２

万5,000人ぐらいですから、綾町、国富町に地元

の商工会がありますので、ほとんどもう顔見知

りのところでやっています。ですから商工会さ

んも、商工会に入っている人と入っていない人

そういうのはもうちゃんと分かっていて、小さ

いところですから、商工会に入っていない人ま

で手が届いていると思っています。

ただ、相談を受けるのは、商工会に入ってい

ないので表立って相談ができないと。困ったと

きだけ自分たちも利用するような、そういうこ

とはしたくないという方が結構おられます。実

際にですね。本来50％以上超えているのに、そ

ういう気持ちがあって商工会の扉をたたけない、

そういう方がおられます。県のほうに電話しま

すが、なかなか県のほうでも多分それは国の事

業、持続化給付金の話ですね、100万円、200万

円の話です。

これは、そういうことになると国の申請です

から、先ほど言われましたようにオンラインし

かないですね、今は。今は書類はありませんよ

ね。さっき太田委員が言われましたように、自

分が50％以上なのに、表立って、商工会に入っ

ていないから申請ができない。相談ができない。

そういう人なんかはもうほとんどパソコンもで

きない世代ですね。オンラインということ自体

がわからない、そういう方たちがたくさんおら

れます。ですから、そういった人たちをどうやっ

て救ってやれるかというのが、非常に大切なと

ころだと思っています。

先ほど言ったように、小さい市町村は何とか

面倒を見れますけれども、例えば宮崎市とか、

そういう大きいところ、その辺は宮崎市と例え

ば県とかの間で、商工会でも構いませんけれど

も、ちゃんとフォローができるような体制を、

連携をしているのかしていないのかというのを

ちょっとお答えできますか。

○山下商工政策課長 連携につきましては、様

々な形でやっておるつもりではございます。特

に商工会議所等は、私どもの事業継続給付金を

お願いしている関係でありますので、しょっちゅ

う打ち合わせをやっているところでございます

ので、そういった連携はやっているところでご

ざいますが、委員の御指摘がありましたように

今回の給付金を事業化するにあたって、一つの

課題といいますか、問題点があるとすれば商工

会の会員とか、会議所の会員でない方にどうやっ

て周知をして、きちんと来ていただくかという

のが大きな課題でありまして、そういうことに

関しましては、商工会議所も非会員であっても

積極的に受け入れて、新聞広告だったりいろい

ろな形での広報を行なって、おいでくださいと

いうようなことに努めているつもりではござい

ます。

国の持続化給付金に関しましては、私どもも

なかなかまだやり方といいますか、商工会議所

の職員も分からないものですから、これにつき

ましては先ほど御説明いたしましたように、サ

ポートセンターというのが今後だんだんできて
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くると思いますので、そういったことも活用し

ながらやっていただくことになるのかなと思っ

ております。

○日髙委員 国のほうだからということで、な

かなかうまくいかないところもあろうかと思い

ます。ただ、そういった方たちは年間2,000

円、3,000円の商工会費を納められないで、脱退

されているというような方も結構おられます。

ですから、本当に苦しんでいる方はそういうと

ころでどうしようかな、誰にも相談できないっ

て苦しんでおられる方がおられますので、ぜひ

その辺をまた今後とも市町村、商工会のほうと

じっくりタッグを組んでいただいて、そういう

目に見えないところの人たちをぜひ救っていた

だくような、御協力をお願いしたいと思います。

イベント関係とか観光関係についてなんです

が、もう既に「まつり宮崎」、それから「えれこっ

ちゃみやざき」、中止のところも出ています。恐

らくこれから各市町村の花火大会、そして夏祭

り、そういったところがことごとく中止になっ

てくるのかなと思っています。いろんな形でイ

ベント会社が今は乗り切れるけれども、この夏

が回復するから何とか今乗り切ろうと必死で頑

張っている人たちが、この夏の状況を見てみる

と、どうももうこの夏多分全滅かなというよう

な危機感を抱いておられる方がやはりたくさん

おられます。

そういうイベントに関連する企業の皆さん、

それから小さいところではそういうことで生計

を立てておられる出店の皆さんですね。そういっ

た方たちもたくさんおられますので、いろんな

形で県のほうも一生懸命頑張って支援をしても

らっていますが、例えばこれで第１波が終わっ

たとしても、２波、３波がもし来なくても、こ

の夏を乗り切れなかった人たちのための、新た

な支援の策がそこでまた出てくるんじゃないか

と思いますので、ぜひそういう人たちのところ

も何とかうまく支援をしていただくようにお願

いをしておきたいと思います。

最後に、農業関係で一つお伺いをしたいと思

います。今回、全く予測もできないようなコロ

ナウイルスが世界中で蔓延してしまったと。私

が一番、今心配しているのは、アフリカ。これ

がこれから一体どうなっていくのかというのを

非常に心配しています。食料のない国ですから、

何かあったときには先進国が全部支援してやら

ないと生き延びれない、そういう国ですね。そ

ういう国々がこれから恐らく物すごい勢いで感

染者が増えてくるんじゃないかという心配もし

ているところですが、農業関係の部署にお伺い

したいのが、このコロナウイルスが出てきて、

我が国の自給率の問題ですね、これとどのよう

にコロナの問題を考えておられるのか、各論で

なくても総体的な考えでも構いませんので、出

口に向けての考えとか、そういうのがあったら

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

○殿所農政企画課長 今回のコロナウイルスの

関係で今、お話のあった食料の動きというのは

非常に変わってくるんではないかなと思います

し、もう一つ例えば業務用の野菜とか、そういっ

たものがこれまで外国に依存していたものが国

産回帰をしていくというような動きも考えられ

ます。

そういった今の状況を捉えながら、今お話の

ありましたやはり食料自給率をどうやって高め

ていくかというところに、あるいは県内でどう

やって生産を増やしていけるのかというような

ところにつなげられるような取組も含めて、こ

のコロナ対策の中で、農政水産部としては考え

ていきたいと思っているところでございます。
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○日髙委員 最後にします。この31ページの下

から２番目に、全国に先駆けて経済の再始動に

つなげる「宮崎モデル」という文言があります。

開けて32ページの下から２番目の黒いところに

経済というのがありますが、この中で経済活動

を再始動し、変化に対応できる新しい宮崎づく

り、これが全国に先駆けてどういう具体的なも

のかというのは、まだ今のところは出てきてい

ないところがあると思います。

それは、そういうイメージで考えていただく

ことは、非常にこれはうれしいことだと思いま

すが、頑張っていただきたいと思うんです。た

だ、じゃあこう考えたときに全国に先駆けてそ

れを何ができるかといったら、これは非常に難

しいところがあると思います。特に観光の問題

とか、そういうことになるとやはりほかのとこ

ろがいっぱい有名なところがありますし、それ

からするとやっぱり宮崎はちょっとマイナーか

なというのもあります。

ただ、やはり今食料自給の問題を言いました

けれども、全国に先駆けて何かをやれるとした

ら、これは農業宮崎、だったら農業の分野が一

番じゃないかと思っています。ぜひ、何かの形

で全国に先駆けるような自給率を率先して、リ

ーダーになれるような宮崎県、そういうイメー

ジを宮崎モデルとして何とか考えていただきた

いなと思います。

これは要望です。終わります。

○坂本委員 持続化給付金の申請サポート会場

の件について１点だけお伺いします。

先週、先々週ぐらいから、宮崎市の申請者、

申請対象者の方から早くサポート会場をつくっ

てくれという要望の話をかなり聞いておりまし

て、県で把握していないのかという問い合わせ

を私のほうも受けていたんですけれども、全国

で400カ所ということで、今もう既に宮崎県内６

カ所の会場決まっていまして、このままでいく

と宮崎市に置かれないのではないかという心配

もあるんですね。これは県のほうから国に対し

て、宮崎市のサポート会場をしっかり置くよう

にという、そういった申し入れというのはでき

ないんでしょうか。

○山下商工政策課長 九州経済産業局とは情報

のやりとり等しておりますので、状況を逐一把

握していきたいと思っておりますけれども、こ

の会場の設定は国から委託を受けた事業者さん

が、３密とならないような広い会場が取れると

ころからまず探していって、場所の設定をやっ

ているというように聞いております。ただ、や

はり宮崎県内で宮崎市がやはり大部分を占める。

それはもう４分の１ぐらいは宮崎市の事業者で

すので、これはやはり宮崎市でやっていただか

ないと、なかなか市民の方も大変だろうと思い

ます。

県のほうでどれくらいの話が通用するか分か

りませんけれども、経済産業局等には宮崎市で

の早目の設置をお願いしたいというように申し

入れていきたいと思います。

○坂本委員 繰り返しになりますけれど、かな

り声としていら立ち、怒りに近い声もいただい

ているものですから、しっかり声を届けるとい

うことでお伝えしますけれども、ぜひ対応をよ

ろしくお願いいたします。以上です。

○前屋敷委員 雇用に関連してなんですけれど

も、先ほどから雇用調整助成金の話が出ていま

すけれども、雇用を継続させるという点では、

この制度の活用をもっと進めなくてはならない

と非常に強く思うんですけれども、現段階では

県はこの状況を把握しておられるんですか。

○兒玉雇用労働政策課長 雇用調整助成金の関
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係でございますけれども、宮崎労働局のほうが

管轄しておりますので、その状況をお聞きした

ところ、支給申請件数でございますけれども、

コロナ関連でございまして、５月15日までで108

件の申請があったということで伺っております。

このうち、支給決定が行われた件数が58件と

いうことになっているということでございます。

支給申請件数108件の業種についてでございます

けれども、飲食店が38件、宿泊業が12件などと

いうことで伺っているところでございます。

○前屋敷委員 まだ、申請に対して支給が半分

という状況なんですけれども、やはり雇用を維

持するという点では待ったなしだと思いますの

で、ぜひこの制度の周知徹底あたりも、いろん

な御相談も受けているようでございますので、

その辺のところはぜひ広く周知を徹底していた

だいて、この制度の活用を。そして今６割です

か、補償を給付するというのは。助成金の給付

の割合が６割ですか。

○兒玉雇用労働政策課長 まず、広報の話でご

ざいますけれども、県のホームページを活用し

たり、あるいはうちのほうで労働相談窓口があ

りますので、その際に雇用調整助成金に関する

お問い合わせをいただいておりますけれども、

それに対しまして丁寧に対応させていただいて

いるところでございます。

また、制度でございますけれども、これはど

んどん拡充をされてきておりまして、通常の助

成率という点では休業手当金、雇用者が出した

額に対して中小企業が３分の２、大企業が２分

の１ということになっておりますけれども、４

月１日から６月30日までが緊急対応期間という

ことになっておりまして、この期間については

中小企業が10分の８、大企業が３分の２という

ことになっておりまして、さらに雇用を維持し

ている、一人も解雇していないというようなこ

とになると、さらに引き上げがあっておりまし

て、割合としましては中小企業が10分の９、大

企業が４分の３という形になっているところで

ございます。

先ほど、前屋敷委員がおっしゃった６割とい

うのは、企業が雇用者に対して休業する際に、

最低６割出さないといけないというのがありま

して、そのお話ではないかなというふうに思っ

ております。

○前屋敷委員 分かりました。ぜひこの制度の

活用をもっと図ってほしいというのが、私の思

いですから、ぜひ働く人も、それから企業経営

者にとっても大事なことですので、ぜひ広く周

知徹底を図って活用していただけるようにお願

いしたいと思います。要望しておきたいと思い

ます。

○山下委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、ないようですのでこ

れで終わりたいと思います。

執行部の皆さん、御退席いただいて結構です。

お疲れさまでした。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。３時から再開します。

午後２時54分休憩

午後２時59分再開

○山下委員長 委員会を再開いたします。

それでは、協議事項（１）の「委員会の調査

事項について」であります。お手元に配付の資

料１を御覧ください。

１の委員会の設置目的につきましては、さき

の臨時県議会で決議されたところでございます

が、２の調査事項は本日の初委員会で正式に決

定することとなっております。
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なお、ここに記載の調査事項は、特別委員会

の設置を検討する際に各会派から提案されまし

た調査事項を参考として記載しております。調

査事項は、今後１年間の活動方針を決める重要

な事項であります。特別委員会の調査活動は実

質６回程度しかございません。有効な提言を行

うためにも、十分御議論いただきたいと思いま

す。

それでは、当委員会の調査事項について、ま

た今後、具体的にどのような調査を行なっていっ

たらよいかを含め、御意見をお願いいたします。

何か意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 ないようですので、当委員会の

調査事項は資料１の２調査事項のとおりとした

いと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

それでは、次に協議事項の２、（２）委員会の

「調査活動方針・計画について」であります。

活動計画につきましては、資料２を御覧くだ

さい。議会日程や委員長会議の結果から調査活

動計画案を作成しておりますが、新型コロナウ

イルス感染症の影響で、特に７月、８月の県内

調査、10月の県外調査については、このとおり

開催すべきかどうか、検討が必要と思いますの

で、この調査活動計画案を基本にしながらも、

その都度委員の皆様方に御相談を申し上げなが

ら、また他の常任委員会、特別委員会とも調整

をしながら、調査活動を進めてまいりたいと考

えております。

御意見がありましたらお願いいたします。よ

ろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、今後１年間の調査活

動計画については、この案を基本としてその都

度委員の皆様方に御相談しながら、また他の委

員会とも調整しながら実施していくこととした

いと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、そのように決定しま

す。

それでは、協議事項（３）の「県内調査につ

いて」であります。再び資料２を御覧ください。

７月28日から29日で県北地区、８月25日から26

日で県南地区の県内調査となっております。

先ほど申し上げましたとおり、このとおり実

施できるか状況を見ていく必要があるところで

あります。仮に、このとおり実施となりますと、

相手先との調整の時間が余りないことから、現

時点での委員の皆様の調査先の希望について御

意見をお聞かせいただき、準備をさせていただ

きたいと思いますが、先ほど協議いたしました

調査事項を踏まえて、県北調査、県南調査の調

査先につきまして御意見等がありましたら、お

願いいたします。

○内田委員 済みません、さっき伝えるべきだっ

たと思うんですが、県内調査の中で、調査事項

の３番の学校における対応の中に、放課後児童

クラブを入れていただきたいと思ったんですが、

学校の敷地内でやっていたりもするから。

○山下委員長 この調査事項に。放課後児童ク

ラブを入れるということ。

○内田委員 はい。

○山下委員長 よろしいですかね。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 はい。分かりました。

暫時休憩します。

午後３時５分休憩
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午後３時６分再開

○山下委員長 再開いたします。

特に、御意見や御要望がないようですので、

調査先につきましては正副委員長に御一任いた

だきたいと存じますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、そのように正副委員

長で準備を進めさせていただきます。

次に、協議事項４の「次回委員会について」

であります。

先ほど協議いたしました調査事項を踏まえま

して、次回の委員会の執行部の説明内容などに

ついて、何か御意見・御要望がありましたらお

願いをしたいと思いますが。

○前屋敷委員 地域医療の関係もあって、医師

会の皆さんの意見もここで伺うとか、こっちか

ら出向くこともあるのかもとも思うんですが、

相手の都合にもよりますけれども。

○山下委員長 医師会の今回の対応について意

見を聞くと。

○前屋敷委員 はい。十分にそういう知見あた

りも、専門的な立場で。

（「厚生常任委員会の所管になっているから」と

呼ぶ者あり）

なるほどね。厚生ね。ダブりますね。

○山下委員長 その辺は、常任委員会とも相談

しながらですね。

○前屋敷委員 そうですね。

○山下委員長 それでは、次回の委員会の内容

につきましては、正副委員長に御一任をいただ

きたいと思います。

最後になりますが、協議事項５の「その他」

で何かございませんか。委員の皆様方意見があ

れば。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、次回の委員会は６月

定例会中の６月22日月曜、午前10時からを予定

しておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。ありがとうございました。

午後３時８分閉会
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